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1. 業務概要                           

1.1 業務の目的  

平成 30 年台風 24 号は、9 月 29 日から 10 月 1 日にかけて日本列島を縦断し、各地に被

害をもたらしたが、特に南西諸島においては、沖縄本島から奄美群島、トカラ列島、種子島

に至る 640 km もの長大な区域にて甚大な被害をもたらした。 

これらの島々では、廃棄物処理施設が被害を受け稼働停止となり、災害廃棄物だけでなく

日常ごみも処理が出来ずに島内仮置きを余儀なくされたが、一部の島では施設の稼働停止

が 2 ヶ月にも及び、狭小かつ限定空間の離島では腐敗性ごみ等の仮置きの許容にも限度が

あり、生活環境保全上の観点から九州本土への搬出も具体に計画された。 

また、1 週間以上にも及ぶ全島停電や通信機能の途絶、さらに交通機関の麻痺等による復

旧要員の来島や資材搬入の遅れなど、離島特有の問題点も浮き彫りになったことから、外海

離島の災害廃棄物対策については、九州本土等とは異なる視点での調査検討が必要となっ

ている。 

今後の外海離島の災害廃棄物対策をより実効性の高いものにしていくためには、離島に

て様々な経験を有している自治体と、広域的な離島行政の知見を有する県の役割が重要で

ある。 

本業務では、県調整型にて災害廃棄物処理計画を作成する自治体を支援し、事業対象の自

治体（島）が抱える課題にも着目した実効性の高い「災害廃棄物処理計画」を作成すること

により、外海離島における生活環境の保全と円滑な復旧・復興を推進する。 

また、外海離島の地理的、社会的な課題について掘り起こしを行い、そのノウハウを本業

務実施自治体のみならず、「大規模災害廃棄物対策九州ブロック協議会」（以下「協議会」と

いう。）構成員間においても共有を図り、ブロック内の処理計画策定率の向上及び発災時の

広域連携の強化を図ることも目的とした。 

 

1.2 業務の名称  

令和元年度外海離島（奄美群島）における災害廃棄物処理計画作成支援業務 

 

1.3 履行期間  

令和元年 5 月 23 日～令和 2 年 3 月 25 日 

 

1.4 受託者  

応用地質株式会社 九州事務所 

住所 福岡県福岡市南区井尻 2-21-36   

電話 092(591)1840 FAX 092(573)0240 
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1.5 業務内容 

本業務では、災害発生時に具体的な災害等廃棄物処理を担う自治体等職員が、事前の備え

として行う災害廃棄物処理計画（案）作成に対する支援を行った。 

このため、「災害廃棄物対策指針」（平成 30 年 3 月改定）及び「鹿児島県災害廃棄物処理

計画」を踏まえ、鹿児島県及び事業対象自治体の地域防災計画等との整合を図りながら、災

害発生後の「災害廃棄物処理実行計画」作成を念頭においた課題等の掘り起こしと、事業対

象自治体毎の重点的な検討課題について必要な支援を行った。 

業務を実施する自治体等は、南西諸島の内、表 1.5-1 に示す鹿児島県内 10 自治体であり、

対象自治体別の重点的に検討を要する課題や実施する業務の概要は表 1.5-2 のとおりであ

る。 

表 1.5-1 対象自治体 

自治体 島名 構成 

喜界町 喜界島 九州本土への依存度が高い小規模な離島 

奄美市 

奄美大島 
群島の交通結節点となる名瀬港と奄美空港を有する中心都市

奄美市を含む島内 5 市町村 

龍郷町 

大和村 

宇検村 

瀬戸内町 

徳之島町 

徳之島 九州本土への依存度が高い小規模な離島 天城町 

伊仙町 

与論町 与論島 沖縄本島への依存度が高い小規模な離島 

 

 

表 1.5-2 業務項目と概要 

業務項目 概要 

2.既往資料データの収集・整理 業務実施に係る関係団体等の必要データ収集・整理 

3.関係機関団体ヒアリング 収集・整理した必要データの補足調査 

4.ワーキング会議の開催 
災害廃棄物処理計画策定ワークシートの作成・記入方法等

の解説、業務期間内に 4 回開催 

5.自治体支援 
ワーキング会議と併せて、対象自治体のワークシート作成等

を、電子メール、電話等で支援 

6.個別課題の調査検討 ①島内生活環境保全上の課題、②支援・受援の検討 

7.事業結果の分析と考察 
業務成果から、事業実施自治体が次年度以降に取り組む

べき方向性を検討 
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2. 既往資料データの収集・整理                         

奄美群島の地理的・社会的な課題の掘起しを行うため、①事業対象区域に係る国・県・市

町村等の地域防災計画及び関連資料、②島嶼部の物流（陸上・海上・空路）及び静脈物流ネ

ットワーク等に係る資料、③島嶼部の生活環境（資源循環含む）に関する既往資料を整理し

た。具体的には表に示す資料を対象とした。整理結果は、「6.個別課題の調査・検討」に示

す。 

 

表 2-1 収集整理の対象とした既往資料一覧 

 

 

 

 

 

 

 

No. 資料名 ① ② ③

1 県、市町村総合計画 ○ ○ ○

2 県、市町村地域防災計画 ○ ○

3 県、市町村一般廃棄物処理計画 ○ ○ ○

4 災害廃棄物対策指針（平成30年3月改定　環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室） ○

5 鹿児島県地震等災害被害予測調査報告書概要版（平成26年2月　鹿児島県） ○ ○

6 鹿児島県災害廃棄物処理計画（平成30年3月　鹿児島県） ○ ○

7 一般廃棄物処理実態調査　平成29年度調査結果（環境省） ○ ○

8 緊急輸送道路ネットワーク計画図（平成28年2月　鹿児島県） ○

9 奄美群島の概況（平成31年3月　鹿児島県大島支庁） ○ ○

10
奄美群島における静脈物流ﾈｯﾄﾜｰｸのあり方に関する調査研究報告書（平成17年3月　財団法人九州運輸振
興ｾﾝﾀｰ）

○ ○

11 鹿児島県産業廃棄物実態調査報告書（平成17年3月　鹿児島県環境生活部） ○

12 鹿児島県環境基本計画（平成23年3月　鹿児島県） ○

13 平成30年版環境白書（平成31年3月　鹿児島県） ○

①：事業対象区域に係る国・県・市町村等の地域防災計画及び関連資料

②：島嶼部の物流（陸上・海上・空路）及び静脈物流ネットワーク等に係る資料

③：島嶼部の生活環境（資源循環含む）に関する資料
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3. 関係機関団体ヒアリング                    

「2. 既往資料データの収集・整理」に係る国・県関係機関及び関連する業界団体等への

ヒアリングを実施した。 

奄美群島内自治体では被災状況に応じて災害廃棄物等の島外輸送を行うことが想定され

るが、公開資料のみでは災害時を含む廃棄物の海上輸送の全体像を把握することが困難で

あった。このため、群島内の重要港湾であり交通結節点である名瀬港を管理する「鹿児島県

大島支庁建設部建設課」及び海上輸送を担う民間事業者として「マルエーフェリー株式会社」

を対象にヒアリングを行った。 

 ヒアリング内容と結果の概要を表 3-1 及び表 3-2 に示す 

 

表 3-1 ヒアリング概要（鹿児島県大島支庁建設部建設課） 

ヒアリング概要 

ヒアリング先 鹿児島県大島支庁建設部建設課 

ヒアリング実施日 令和 2 年 2 月 12 日（水） 13：30～15：00 

出席者 鹿児島県大島支庁建設部建設課  

森田主幹（兼）管理係長、中津川河川港湾第一係長、四元主事 

環境省九州地方環境事務所資源循環課 白迫課長、西元専門官 

応用地質㈱地球環境事業部 堀 

１．平時の廃棄物輸送について 

質問事項 回答 

①県港湾部局の事務分掌 

②県港湾部局の職員体制 

・港湾関係は建設部建設課が所管する。 

・奄美群島内には、その他、瀬戸内事務所、喜界事務所、徳之

島事務所、沖永良部事務所がある。 

・県管理の港湾は、名瀬港（奄美大島）、湾港（喜界島）、 

亀徳港・平土野港（徳之島）、和泊港（沖永良部島）、与論港

（与論島）がある。 

・各港湾は、各事務所で管理しており、大島支庁では名瀬港のみ

の管理となる。 

・廃棄物の島外輸送に関わる事項・体制はない。 

③島内市町村との連絡体制 ・災害時の BCP を作成しているが、市町村との具体的な連絡体

制は記載されていない。 

・連絡体制は県・自治体の地域防災計画に基づく。 

・地方港湾の一般的な維持管理は各市町村へ権限移譲してい

る。 

※重要港湾・県管理港湾は県が，市町村管理港湾は各市町村
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が行っている。 

④一般廃棄物及び産業廃棄物

の海上輸送の管理 

・廃棄物の管理は県本庁の環境部局（環境林務部）や支庁の保

健福祉環境部で対応しており、建設課では管理していない。 

⑤その他 ・重要港湾である名瀬港は耐震岸壁の工事が完了し、平成 27

年 6 月より供用されている。 

・災害時の BCP を作成しており、海運業者等関係者との体制等

が整理されている。 

・名瀬港以外や広域な連携体制の全体的な話等は、県本庁建

設部と確認・調整が必要となる。 

２．災害廃棄物の海上輸送について 

質問事項 回答 

①港湾施設が被災し利用できなく

なった過去の事例 

・係留施設や泊地が過去に被災して利用できなくなった事例は特

に把握していない。 

②災害廃棄物の島外輸送に係る

対応のご経験 

・災害廃棄物を島外輸送した経験はない。 

（H30 年度に漂着した油状漂着物を島外輸送した事例はあり） 

③港湾における災害時の廃棄物

の搬出入に関する制約等 

④災害廃棄物の品目による、搬

出入の規制等 

⑤災害廃棄物の荷姿による、搬

出入の規制等 

・災害時の廃棄物に関する特別な制約は規定されていない。 

・港湾条例の一般的な規定と同様である。 

⑥港湾区域内用地の大規模災

害時における仮置場の使用可否 

・災害廃棄物の仮置場について具体的に計画していない。 

・平成 30 年に発生した油状漂着物を回収し保管したドラム缶を

ヤードに一時的に仮置きした事例はある。 

⑦県港湾施設・用地に係る災害

時の計画等 

・災害時の BCP を作成しており、海運業者等関係者との体制等

が整理されている。 

⑧災害廃棄物の海上輸送実施に

想定される課題 

・災害時は，港湾に緊急物資・廃棄物が輻輳する可能性もある。 

・災害の規模や種類により求められる対応が異なる。 

・発生時から。時々刻々と変化する中で臨機な対応が必要 等

の課題がある。 

・なお，災害廃棄物の島外処理は，港湾管理者だけの問題では

なく，主管の環境部局と連携して対応する必要がある。 
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表 3-2 ヒアリング概要（マルエーフェリー株式会社） 

ヒアリング概要 

ヒアリング先 マルエーフェリー株式会社 

ヒアリング実施日 令和 2 年 2 月 14 日（金） 14：00～15：20 

出席者 マルエーフェリー㈱鹿児島営業部 中塩屋課長、石塚課長代理 

環境省九州地方環境事務所資源循環課 西元専門官 

応用地質㈱地球環境事業部 花嶋、山田、安庭 

１．平時の廃棄物輸送について 

質問事項 回答 

①廃棄物の輸送状況 ・奄美各島から定期航路で 10 数件鹿児島に産業廃棄物を輸送している

が、量はそれほどない。 

・沖縄からの輸送量が多く、産業廃棄物の 11 品目を取り扱っており、鹿児

島、熊本、大分などにトレーラーで輸送している。 

②廃棄物を輸送可能な

コンテナ保有状況 

・コンテナ保有数は多く、例えば 10F コンテナは 1,000 本以上あるが、リア

ルタイムで保有数を把握するのは難しい。 

・コンテナは産廃専用としてではなく通常使用する中で産廃用として充てて

いる。 

・産廃の輸送では 20F の密閉式コンテナを使用するが、奄美では小型の

10F のコンテナを使用することが多い。 

③船舶の保有状況 ・奄美各島に関わる船舶はフェリーあけぼの、波之上、琉球エキスプレス

2、フェリーきかい、あまみの 5 船がある。 

・自衛隊と災害時の覚書を結んでおり、国交省、防衛省、環境省が連携し

て輸送内容輸送量の調整が必要と考える。離島の生活航路であり動脈物

流を担っているため、余りのスペースの中で輸送可能かを判断することに

なる。災害時に船舶をチャーターすることは難しいと考える。 

船舶一覧表 

船名 総トン数 
載貨重量

トン数 
全長（m） 

満載喫水

(m) 

ﾌｪﾘｰあけぼの 8083 4050 145.0 6.27 

ﾌｪﾘｰ波之上 8072 3833 145.0 6.27 

琉球ｴｷｽﾌﾟﾚｽ 2 10758 4463 159.98 6.716 

ﾌｪﾘｰきかい 2551 1209 102.00 5.314 

ﾌｪﾘｰあまみ 2942 1408 112.00 5.12 
 

④港湾運送に関する制

約等 

・港湾内で廃棄物やコンテナを移動する際に、特に港湾運送（荷役）に関

して制限等はないが、現状使用している港湾では積み替え保管できないた

め、その日のうちに港湾から搬出する段取りが前提となる。 
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⑤船の運航状況 ・運行状況は提供頂いた資料のとおり（平成 30 年度は計画航海数 364

のうち欠航回数 26）。 

・定期点検は、客船・RORO 船ともに毎年 1 回行っており、1 回の点検につ

き 2 週間程度を要する。 

⑥海上悪化時に船舶を

退避する場所 

・鹿児島航路は特に退避場所はない。航路によっては、鹿児島に出る前で

あれば八代や瀬戸内を利用することもある。 

２．災害廃棄物の海上輸送について 

質問事項 回答 

①災害廃棄物の海上輸

送対応のご経験 

・災害廃棄物を輸送した経験はない。平成 30 年の災害では、沖永良部や

喜界島から家屋廃材と思われる廃材等を 10F コンテナで貨客船により輸

送したが災害廃棄物としてではなかった（有価物として輸送）。 

②災害廃棄物の品目に

よる、輸送の制約の有無 

・災害廃棄物に関して特に制限は設けていないが、産廃として輸送するか

など、対象物に応じた必要手続き等は行う。 

・貨客船に乗せる場合、スペースに空きがあり海洋汚染防止法など法律

上の問題をクリアするよう養生していれば輸送可能。 

③災害廃棄物の荷姿に

関する制約等 

・通常はフレコンに入れてコンテナに積んでいるため、同様の対応が考えら

れる。 

④災害時における輸送

力の確保 

・他民間海上輸送業者と輸送力確保のために連携して対応したことはな

い。 

・平時から他社と共同配船を行っているが、災害時の連携については都度

の対応になると思われる。 

⑤自治体との災害時に

おける協定締結状況 

・自衛隊を除いて、自治体と単独で支援協定は締結していない。 

⑥災害廃棄物の海上輸

送実施に想定される課

題 

・西日本豪雨の際に余剰分を出してほしいとの話があったが、情報が錯綜

して何を輸送するかなど状況把握が困難だった。省庁で連携し指揮命令

系統を明確にしてトップダウンしてもらえるとよいと思う。 

⑦その他 ・行きの積荷分は帰りに空のコンテナなどの機材を積むため、空ではない。

機材内の空きを利用できる場合もあるが、その時の判断になる。時期によ

り差はあるが、年間平均でみるとコンテナを離島に 100 輸送し、機材として

本土側へ 100 戻っている。 
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4. ワーキング会議の開催                      

4.1 ワーキング会議の内容  

 モデル対象自治体の災害廃棄物処理計画（案）の作成支援を目的として、対象自治体計画

作成担当者と鹿児島県を委員としたワーキング会議を、業務期間内に奄美市内において計 4

回開催した。また、会議事務局を務め会議に係る事務連絡調整・資料作成・記録作成・委員

への旅費の支払い等を行った。 

 ワーキング会議の概要を表 4.1-1 に示す。 

表 4.1-1 ワーキング会議の概要 

 日時 会場 参加者 

第 1 回 令和元年 7 月 2 日（火） 

14:00～16:30 

奄美市観光交流センター 

AiAi ひろば 2 階 会議室 

対象市町村：10 市町村 17 名 

鹿児島県：1 名 

九州地方環境事務所：2 名 

応用地質（株）：4 名 

第 2 回 令和元年 9 月 9 日（月） 

13:30～16:30 

奄美市観光交流センター 

AiAi ひろば 2 階 会議室 

対象市町村：10 市町村 16 名 

鹿児島県：1 名 

応用地質（株）：2 名 

第 3 回 令和元年 11 月 22 日（金）

13:30～16:30 

奄美市社会福祉協議会 

4 階会議室 

対象市町村：10 市町村 16 名 

鹿児島県：1 名 

九州地方環境事務所：1 名 

応用地質（株）：4 名 

第 4 回 令和 2 年 2 月 13 日（木）

13:30～16:30 

奄美市観光交流センター 

AiAi ひろば 2 階 会議室 

対象市町村：10 市町村 16 名 

鹿児島県：1 名 

九州地方環境事務所：2 名 

応用地質（株）：4 名 

 

災害廃棄物処理計画には、組織体制、避難所ごみ・し尿、収集運搬、処理フロー等、多く

の項目を盛り込む必要がある。このため、ワーキング会議では限られた時間内に、自治体担

当者が必要とする情報を効率的に提供することが重要である。効率的なワーキング運営の

ために、第 1 回会議ではアンケートを実施し、自治体担当者のニーズを確認して次回以降

の会議の内容に反映した。第 2 回～第 4 回会議については、「災害廃棄物発生量の推計方法」

「災害廃棄物処理体制」「他自治体での処理計画作成例」等を提示することで、発災後の対

応を想定しながら災害廃棄物処理計画の具体化や地域性の反映、実効性の向上を図ること

ができるよう工夫した。 
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4.2 会議の形式  

災害廃棄物処理計画の策定では、個々の担当

者が作成に苦慮することも多いことから、担当

者間で情報共有を行うことで、他自治体の災害

廃棄物処理における方針や、現状の課題把握に

も有効である。ワーキング会議はスクール形式

での開催を基本としたが、一部の時間では島型

形式で複数の班に分かれて意見交換を行った。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-2 スクール形式での講義受講状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-3 班毎に分かれた意見交換の実施状況 

  

 

 

奄美大島 

その他離島 

図 4.2-1 意見交換における班構成案 

共通課題について意見

交換しやすい 
広域的連携について意

見交換しやすい 

(パターン 1) (パターン 2) 

 

 

離島・県 

 離島・県 
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4.3 資料・議事録作成 

各ワーキング会議の内容を記載した次第と、各会議の主な内容資料抜粋を次ページ以降

に示す。 

 なお、ワーキング会議に参加できなかった自治体担当者には、会議の資料や議事要旨を送

付し、ワーキング会議の概要等を電話・電子メールで説明することでフォローアップした。 
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令和元年度外海離島（奄美群島）における災害廃棄物処理計画作成支援業務 
第 1 回ワーキング会議 

 
日時：令和元年 7 月 2 日（火） 

14:00～16:30 
場所：奄美市観光交流センター 

AiAi ひろば 2 階 多目的ホール 

 
次  第 

 

１．開会 
２．挨拶・参加者の紹介 

 九州地方環境事務所 資源循環課長挨拶（環境省） 

 出席者・事務局の紹介（応用地質） 

３．最新事例の紹介 

 平成 30 年災害査定・新たな補助制度について説明（環境省） 

４．本業務の実施内容の説明 
 本業務の概要およびスケジュールの共有（応用地質） 

 本省ワークシートおよび奄美群島版ワークシート案について（応用地質） 

 次回までに実施頂きたい事項（宿題）の説明（応用地質） 

５．質疑応答 
 質疑応答 

６．その他 
 事務連絡（旅費の精算、問合せ窓口について）（応用地質） 

 アンケート記入（応用地質） 

７．閉会 

 
※途中、適宜休憩をはさみます 
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図 4.3-1 第 1回ワーキング会議資料抜粋、ワーキング状況写真 
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令和元年度外海離島（奄美群島）における災害廃棄物処理計画作成支援業務 
第 2 回ワーキング会議 

 
日時：令和元年 9 月 9 日（月）13:30～16:30 

場所：奄美市観光交流センターAiAi ひろば 2 階会議室 

 
次  第 

 

１．開会 
２．挨拶 
・九州地方環境事務所挨拶（環境省） 

３．アンケート結果・宿題の結果の共有 

・アンケート結果の報告（応用地質） 

・宿題の結果の共有（応用地質） 

３．奄美群島版ワークシートおよび依頼事項の説明 

・奄美群島版ワークシートおよび依頼事項について説明（応用地質） 

・質疑応答 

４．計算演習 
・計算演習および質疑応答（応用地質） 

５．意見交換 
・地域特性および課題の整理・共有・意見交換 

・地域特性の検討および共有 

６．その他 
・事務連絡（応用地質） 

７．閉会 

※途中、適宜休憩をはさみます 

 

 
配布資料 

資料 1：ワーキング会議委員名簿および出欠 

資料 2：第 2 回ワーキング会議 説明・解説資料 

資料 3：災害廃棄物処理に係る課題整理シート 

資料 4：市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート（奄美群島簡易版） 

資料 5：環境省版ワークシートと奄美群島版ワークシートの対比表 

資料 6：演習問題 
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図 4.3-2 第 2回ワーキング会議資料抜粋、ワーキング状況写真  
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令和元年度外海離島（奄美群島）における災害廃棄物処理計画作成支援業務 
第 3 回ワーキング会議 

 
日時：令和元年 11 月 22 日（金） 

13:30～16:30 
場所：奄美市社会福祉協議会 4 階会議室 

 
 

次  第 
 

１．開会 
２．挨拶 
・九州地方環境事務所挨拶（環境省） 

３．宿題結果の共有 

・宿題結果および問い合わせ内容の共有（応用地質） 

４．アンケート結果に基づく解説 
・アンケート結果に基づき説明希望の多い内容について説明（応用地質） 

５．奄美群島版ワークシートの説明および作成 

・ワークシートおよび次回までの依頼事項の説明（応用地質） 

・ワークシート作成作業 

・質疑応答 

６．その他 
・質疑応答 

・事務連絡（応用地質） 

７．閉会 
※途中、適宜休憩をはさみます 

 
＜資料一覧＞ 

資料 1：ワーキング会議委員名簿 

資料 2：宿題の結果および問い合わせ内容の一覧 

資料 3：第 3回ワーキング会議説明・解説資料 

資料 4：令和元年台風第 15 号及び令和元年台風第 19 号に係る災害廃棄物処理事業の補助

対象拡充について（周知） 

資料 5：市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート 

資料 6：演習問題 

参考資料 1：鹿児島県地震災害被害予測調査の想定地震ごとの市町村別災害廃棄物発生量 

参考資料 2：災害廃棄物発生量が多い想定地震ごとの家屋被害棟数 

参考資料 3：災害廃棄物発生量が多い想定地震ごとの災害廃棄物発生量および仮置場必要

面積 

参考資料 4：焼却施設・最終処分場ごとの処理可能量 
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図 4.3-3 第 3回ワーキング会議資料抜粋  
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令和元年度外海離島（奄美諸島）における災害廃棄物処理計画作成支援業務 
第 4 回ワーキング会議 

 
日時：令和 2 年 2 月 13 日（木）13:30～16:30 

            場所：奄美市観光交流センターAiAi ひろば 2 階会議室 

 
次  第 

１．開会  

 
２．あいさつ 13:30～13:35 

 
３．講習内容  
（１）ワークシート作成支援 13:35～14:15 

・作業進捗の共有 

・補足説明 

（２）市町村の関心が高い項目の説明 14:15～14:35 
・災害廃棄物処理対応の概要 

・有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 

◆質疑応答 14:35～14:50 
 

休憩 14:50～15:00 

 

（３）意見交換 15:00～16:20 
   テーマ①処理計画作成上の課題 

   テーマ②災害廃棄物処理の島の課題と対策 

 

４．その他 16:20～16:30 
 ・アンケート記入 

 

５．閉会  

 
＜配布資料＞ 
 資料 1 出席者名簿 
 資料 2 ワークシート作成支援 
資料 3 市町村の関心が高い項目の説明 

 資料 4 意見交換について 
資料 5 アンケート調査票 
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図 4.3-4 第 4回ワーキング会議資料抜粋  
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5. 自治体支援                          

5.1 簡易版ワークシートの作成  

市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシートの簡易版は、災害廃棄物処理計画の策定を

促進する上で利便性・簡便性が高いことが重要であるが、それに加え、単に計画文書とする

のではなく、地域特性を反映した実効性の高いものとすることが重要である。このため、環

境省本省作成の「市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート(案)（以下、「環境省ワークシ

ート」という。）」をもとに、奄美群島自治体の特徴を抽出・整理して「市町村災害廃棄物処

理計画策定ワークシート【奄美群島簡易版】（以下、「ワークシート」という。）」ワークシー

ト簡易版を作成し、各自治体に提供した上で、各ワーキングでワークシート作成についての

解説を行った。 

奄美版ワークシートに記載する項目は、環境省ワークシートの記載内容のうち、奄美群島

自治体において特に重要であり作成が必須である項目の絞り込みを行った。項目の絞り込

みは、各回ワーキング結果をふまえ、参加市町村及び鹿児島県の意見を調整したうえで、九

州地方事務所担当官と協議の上で実施し記載項目を決定した。各記載項目の内容について

は、環境省ワークシートを基本としながら、関係者の意見を踏まえ、奄美群島内自治体の実

情に応じた実効性の高い内容とした。特に、奄美群島が外海離島であることから、島毎に対

象災害選定や廃棄物処理施設の利用等について整合が取れるように調整を行った。 

環境省ワークシートの記載項目の目次を図 5.1-1 に、本業務で作成した奄美版ワークシー

トの記載項目の目次を図 5.1-1 に、環境省ワークシートと奄美版ワークシートの対比表を表

5.1-3 に示す。 

奄美版ワークシート全体は巻末資料に添付する。 
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図 5.1-1 環境省ワークシート記載項目（目次） 

目次 

 

1 編 総則 ................................................................................................................................................................... 1

1 章 背景及び目的 ........................................................... 1
2 章 本計画の位置づけ ....................................................... 1
3 章 基本的事項 ............................................................. 3

（１）対象とする災害 .................................................................................................... 3
（２）対象とする災害廃棄物 ......................................................................................... 4
（３）災害廃棄物処理の基本方針 .................................................................................. 5
（４）処理主体 ............................................................................................................... 5
（５）地域特性と災害廃棄物処理 .................................................................................. 5
（６）教育訓練・研修 .................................................................................................... 6

2 編 災害廃棄物対策 ............................................................................................................................................. 7

1 章 組織体制・指揮命令系統 ................................................. 7
（１）市町村災害対策本部 ............................................................................................. 7
（２）災害廃棄物対策の担当組織 .................................................................................. 7

2 章 情報収集・連絡 ........................................................ 11
（１）市町村災害対策本部との連絡及び収集する情報 ............................................... 11
（２）国、近隣他都道府県等との連絡 ......................................................................... 12
（３）県との連絡及び報告する情報............................................................................. 15

3 章 協力・支援体制 ........................................................ 16
（１）自衛隊・警察・消防との連携............................................................................. 16
（２）市町村等、都道府県及び国の協力・支援 .......................................................... 16
（３）民間事業者団体等との連携 ................................................................................ 17
（４）ボランティアとの連携 ....................................................................................... 18
（５）災害廃棄物処理の事務委託、事務代替 .............................................................. 19

4 章 住民等への啓発・広報 .................................................. 20
5 章 一般廃棄物処理施設等 .................................................. 21

（１）一般廃棄物処理施設の現況 ................................................................................ 21
（２）仮設トイレ等し尿処理 ....................................................................................... 23
（３）避難所ごみ .......................................................................................................... 26

6 章 災害廃棄物処理対策 .................................................... 28
（１）災害廃棄物処理の全体像 .................................................................................... 28
（２）発生量・処理可能量 ........................................................................................... 29
（３）処理スケジュール ............................................................................................... 31
（４）処理フロー .......................................................................................................... 32
（５）収集運搬 ............................................................................................................. 33
（６）仮置場 ................................................................................................................. 34
（７）環境対策、モニタリング .................................................................................... 37
（８）損壊家屋等の撤去(必要に応じて解体） ............................................................. 40
（９）選別・処理・再資源化 ....................................................................................... 44
（１０）最終処分 .......................................................................................................... 47
（１１）広域的な処理・処分 ....................................................................................... 47
（１２）有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 ............................................... 48
（１３）津波堆積物（津波の被害の可能性のある市町村） ........................................ 50
（１４）思い出の品等 .................................................................................................. 51
（１５）その他地域特性のある災害廃棄物処理対策 ................................................... 51

7 章 災害廃棄物処理実行計画の作成 .......................................... 52
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図 5.1-2 奄美版ワークシート記載項目（目次） 
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備

考

1
編

　
総

則
　

　
1
編

　
総

則
　

　

1
章

　
背

景
及

び
目

的
1
章

　
背

景
及

び
目

的
-

P
.1

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.1

-
1
）

2
章

　
本

計
画

の
位

置
づ

け
2
章

　
本

計
画

の
位

置
づ

け
-

P
.1

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.1

-
3
～

1
-
7
）

3
章

　
基

本
的

事
項

3
章

　
基

本
的

事
項

-
-

-

（
１

）対
象

と
す

る
災

害
地

域
防

災
計

画
、

被
害

想
定

（
２

）対
象

と
す

る
災

害
廃

棄
物

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.1

-
9
～

1
-
1
0
）

（
３

）災
害

廃
棄

物
処

理
の

基
本

方
針

P
.1

2
地

域
防

災
計

画

（
４

）処
理

主
体

P
.7

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.1

-
1
1
、

2
-
1
9
、

2
-
3
7
）

（
５

）地
域

特
性

と
災

害
廃

棄
物

処
理

（
３

）
地

域
特

性
と

災
害

廃
棄

物
処

理
-

P
.7

0
地

域
防

災
計

画

（
６

）教
育

訓
練

・
研

修
-

-
P
.2

1
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
5
～

2
-
6
）

2
編

　
災

害
廃

棄
物

対
策

　
　

2
編

　
災

害
廃

棄
物

対
策

　
　

1
章

　
組

織
体

制
・
指

揮
命

令
系

統
1
章

　
組

織
体

制
・
指

揮
命

令
系

統
-

-
-

（
１

）市
町

村
災

害
対

策
本

部
（
１

）
市

町
村

災
害

対
策

本
部

-
P
.1

5
地

域
防

災
計

画

（
２

）災
害

廃
棄

物
対

策
の

担
当

組
織

（
２

）
災

害
廃

棄
物

対
策

の
担

当
組

織
-

P
.1

5
地

域
防

災
計

画

2
章

　
情

報
収

集
・
連

絡
2
章

　
情

報
収

集
・
連

絡
-

-
-

（
１

）市
町

村
災

害
対

策
本

部
と

の
連

絡
及

び
収

集
す

る
情

報
（
１

）
市

町
村

災
害

対
策

本
部

と
の

連
絡

及
び

収
集

す
る

情
報

-
P
.1

5
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
2
、

2
-
2
0
、

2
-
3
7
）

（
２

）国
、

近
隣

他
都

道
府

県
等

と
の

連
絡

（
２

）
国

、
近

隣
他

都
道

府
県

等
と

の
連

絡
-

P
.1

6
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
2
～

2
-
3
）

（
３

）県
と

の
連

絡
及

び
報

告
す

る
情

報
（
３

）
県

と
の

連
絡

及
び

報
告

す
る

情
報

-
P
.1

9
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
2
、

2
-
2
0
、

2
-
3
7
）

3
章

　
協

力
・
支

援
体

制
3
章

　
協

力
・
支

援
体

制
-

-
-

（
１

）自
衛

隊
・警

察
・
消

防
と

の
連

携
-

-
-

地
域

防
災

計
画

、
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
2
、

2
-
2
1
、

2
-
3
7
）

（
２

）市
町

村
等

、
都

道
府

県
及

び
国

の
協

力
・支

援
（
１

）
市

町
村

等
、

都
道

府
県

及
び

国
の

協
力

・支
援

-
P
.1

9
地

域
防

災
計

画
、

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.2

-
2
～

2
-
4
、

2
-
2
1
～

2
-
2
2
、

2
-
3
7
）

（
３

）民
間

事
業

者
団

体
等

と
の

連
携

（
２

）
民

間
事

業
者

団
体

等
と

の
連

携
-

P
.2

0
地

域
防

災
計

画
、

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.2

-
4
、

2
-
2
2
、

2
-
3
8
）

（
４

）ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

連
携

（
３

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
連

携
-

-
地

域
防

災
計

画
、

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.2

-
5
、

2
-
2
2
、

技
1
-
2
1
）

（
５

）災
害

廃
棄

物
処

理
の

事
務

委
託

、
事

務
代

替
-

-
P
.6

7
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
技

1
-
9
-
2
）

4
章

　
住

民
等

へ
の

啓
発

・広
報

4
章

　
住

民
等

へ
の

啓
発

・広
報

-
P
.2

1
地

域
防

災
計

画
、

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.2

-
1
6
～

2
-
1
7
、

2
-
3
5
、

2
-
4
8
、

技
1
-
2
3
、

技
1
-
2
4
）

5
章

　
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

等
-

-

（
１

）一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

現
況

-
一

般
廃

棄
物

処
理

計
画

、
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
6
～

2
-
7
、

2
-
2
2
、

2
-
3
8
）

（
２

）仮
設

ト
イ

レ
等

し
尿

処
理

-
-

P
.5

４
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
7
、

2
-
2
2
～

2
-
2
3
、

2
-
3
8
）

（
３

）避
難

所
ご

み
-

-
P
.5

２
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
7
、

2
-
2
3
～

2
-
2
4
、

2
-
3
8
、

技
1
-
1
1
-
1
-
2
）

6
章

　
災

害
廃

棄
物

処
理

対
策

6
章

　
災

害
廃

棄
物

処
理

対
策

-
-

-

（
１

）災
害

廃
棄

物
処

理
の

全
体

像
-

-
P
.6

3

（
２

）発
生

量
・処

理
可

能
量

（
1
）
発

生
量

・処
理

可
能

量
-

P
.2

3
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
8
～

2
-
9
、

2
-
2
4
～

2
-
2
5
、

技
1
-
1
1
-
1
-
1
、

技
1
-
1
1
-
2
）

（
３

）処
理

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

P
.6

6
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
9
、

2
-
2
5
～

2
-
2
6
、

2
-
3
9
）

（
４

）処
理

フ
ロ

ー
P
.6

4
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
9
、

2
-
2
6
、

2
-
3
9
、

技
1
-
1
1
-
3
）

（
５

）収
集

運
搬

-
-

P
.7

0
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
9
～

2
-
1
0
、

2
-
2
6
～

2
-
2
7
、

2
-
3
9
～

2
-
4
0
、

技
1
-
1
3
）

（
６

）仮
置

場
（
３

）
仮

置
場

-
P
.7

2
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
0
～

2
-
1
2
、

2
-
2
7
～

2
-
2
9
、

2
-
4
0
～

2
-
4
1
、

技
1
-
1
3
）

（
７

）環
境

対
策

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
-

-
P
.9

1
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
2
、

2
-
2
9
、

2
-
4
1
、

技
1
-
1
4
-
7
）

（
８

）損
壊

家
屋

等
の

撤
去

(必
要

に
応

じ
て

解
体

）
-

-
P
.8

0
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
3
～

2
-
1
4
、

2
-
3
0
～

2
-
3
1
、

2
-
4
2
～

2
-
4
3
、

技
1
-
1
5
-
1
）

（
９

）選
別

・
処

理
・再

資
源

化
-

-
P
.4

0
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
4
、

2
-
3
1
～

2
-
3
3
、

2
-
4
3
～

2
-
4
6
）

（
１

０
）最

終
処

分
　

　
（5

章
　

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
等

に
統

合
）

-
-

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.2

-
1
4
、

2
-
4
6
）

（
１

１
）広

域
的

な
処

理
・
処

分
　

　
（6

章
　

（２
）
処

理
フ

ロ
ー

に
係

る
項

目
に

統
合

）
-

P
.6

7
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
4
、

2
-
4
6
）

（
１

２
）有

害
廃

棄
物

・適
正

処
理

が
困

難
な

廃
棄

物
の

対
策

（
４

）
有

害
廃

棄
物

・
適

正
処

理
が

困
難

な
廃

棄
物

の
対

策
-

P
.8

1
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
5
、

2
-
3
4
、

2
-
4
7
）
、

災
害

時
処

理
困

難
物

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
（環

境
省

中
国

四
国

地
方

環
境

事
務

所
）

（
１

３
）津

波
堆

積
物

（津
波

の
被

害
の

可
能

性
の

あ
る

市
町

村
）

-
発

生
量

は
6
章

（
1
）
に

記
載

P
.8

9
-

（
１

４
）思

い
出

の
品

等
-

-
P
.8

8
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
5
～

2
-
1
6
、

2
-
3
4
、

2
-
4
7
、

技
1
-
1
0
-
1
6
）

（
１

５
）そ

の
他

地
域

特
性

の
あ

る
災

害
廃

棄
物

処
理

対
策

　
　

（1
編

3
章

（
３

）
地

域
特

性
と

災
害

廃
棄

物
処

理
に

統
合

）
-

P
.7

0
-

-
7
章

　
風

水
害

に
お

け
る

処
理

対
応

-
P
.4

9
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
8
、

2
-
3
6
、

2
-
4
9
）

7
章

　
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

の
作

成
8
章

　
災

害
廃

棄
物

処
理

実
行

計
画

の
作

成
-

P
.9

災
害

廃
棄

物
対

策
指

針
（
P
.1

-
5
～

1
-
7
、

2
-
2
4
、

2
-
3
9
）

8
章

　
処

理
事

業
費

等
-

-
-

災
害

関
係

業
務

事
務

処
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
（
自

治
体

事
務

担
当

者
用

）（
平

成
2
6
年

6
月

　
環

境
省

廃
棄

物
・
リ
サ

イ
ク

ル
対

策
部

廃
棄

物
対

策
課

）

9
章

　
災

害
廃

棄
物

処
理

計
画

の
見

直
し

-
-

P
.9

3
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

（
P
.2

-
1
7
）

【
凡

例
】

※
災

害
廃

棄
物

対
策

指
針

と
は

、
平

成
3
0
年

3
月

　
環

境
省

環
境

再
生

・
資

源
循

環
局

災
害

廃
棄

物
対

策
室

発
行

の
指

針
を

指
し

ま
す

。

　
　

ま
た

、
災

害
対

策
指

針
の

技
術

資
料

は
、

平
成

2
6
年

版
を

指
し

ま
す

。

※
他

の
自

治
体

の
災

害
廃

棄
物

処
理

計
画

は
、

国
立

研
究

開
発

法
人

　
国

立
環

境
研

究
所

H
P
に

公
表

さ
れ

て
い

ま
す

。

　
　

適
宜

参
考

と
し

て
下

さ
い

。
（
ht

tp
s
:/

/
d
w

as
te

in
fo

.n
ie

s
.g

o
.jp

/
in
de

x
.h
tm

l）

-県
計

画
資

料
編

に
位

置
図

あ
り

5
章

　
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

等

（
２

）処
理

フ
ロ

ー
に

係
る

項
目

（
２

）災
害

廃
棄

物
処

理
の

基
本

方
針

お
よ

び
処

理
主

体

参
考

資
料

※
環

境
省

版
ワ

ー
ク

シ
ー

ト

（
１

）対
象

と
す

る
災

害
お

よ
び

災
害

廃
棄

物

目
次

目
次

P
.3

奄
美

群
島

版
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
鹿

児
島

県
計

画
対

応
頁

- -

赤
色
文
字
：
記
載
必
須
、
作
成
作
業
あ
り

赤
色
文
字
：
優
先
度
低
、
作
成
作
業
あ
り

青
色
文
字
：
記
載
必
須
、
本
文
は
そ
の
ま
ま
使
用
可

灰
色
文
字
：
優
先
度
低
、
本
文
は
そ
の
ま
ま
使
用
可

表
5
.
1-
1
 
環
境
省
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
奄
美
版
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
対
比
表
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5.2 進捗状況の確認と進捗状況に応じた対応方法  

ワークシート作成の進捗が遅れている市町村に対しては、ボトルネックとなっている検

討項目を把握し、ボトルネックの解消のための助言を行うことで対応した。具体的には、

各市町村でワークシートに沿った目次項目の進捗表を作成し、ボトルネックポイントを抽

出した。 

ボトルネックが明らかとなった場合は、弊社の専門技術者によりヒアリングを行い、作

業上の課題を解決するためのアドバイスを実施した。進捗状況確認は月次で実施し、参加

市町村全体で作業進捗に大きな差が出ないように調整を行った。進捗状況は参加市町村、

鹿児島県、九州地方環境事務所担当官で情報共有を行った。また、市町村が対応できない

項目が生じた場合等は、必要に応じて事務局で部分的なワークシート作成を行う等の支援

を行った。 

災害廃棄物処理計画案の作成における自治体からの問合せに対しては、表 5.2-1 に示す

対応方法により支援を行った。 

 

表 5.2-1 自治体からの問合せへの対応方法 

対応方法 対応の内容 対応状況 

電話応対窓口

を設置 

自治体担当者が直接、電話で質疑応答

ができるように、電話窓口を設置した。  

社内の複数名の専門スタッフが応答可能

な体制とした。 

自治体からの問い合わせに適

宜対応し、九州地方環境事務

所担当官と情報共有 

E メール質問対

応窓口を設置 

電子メールによる質問を受け付け可能な

体制を準備した。 

自治体からの問い合わせに適

宜対応し、九州地方環境事務

所担当官情報共有 

ＦＡＱと回答の

作成 

よくある質問（ＦＡＱ）を作成し、回答例を

用意して、関係者へ提供した。 

問合せの内容及び対応については、その

都度記録に残した。 

作成した FAQ を各ワーキング会

議で説明 

第 2 回：自治体課題の整理 

第 3 回：損壊家屋等の解体 

第 4 回：災害廃棄物処理対応

の概要、有害廃棄物・適正処理

が困難な廃棄物の対策 

計算シート実演 

(計算例紹介) 

計算方法等、問合せの多い事項について

は、講習会の一環として、計算シートの実

例を用意して、直接疑問点を確認できる

機会を準備した。 

ワーキング会議で実演 

第 2 回：災害廃棄物発生量、仮

置場必要面積の算出 

第 3 回：災害廃棄物処理可能

量、津波堆積物発生量の算出 

第 4 回：島毎の統一した発生

量・処理可能量の算出 
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5.3 災害廃棄物処理計画案作成のための支援  

実施自治体等の進捗状況を常に把握し、鹿児島県及び九州地方環境事務所担当官と連携

した上で、全ての事業対象市町村が災害廃棄物処理計画案を作成できるように、表 5.3-1

に示す取り組みを実施した。 

作成支援ツールを図 5.3-1～図 5.3-3 に、共通データ集を表 5.3-2 に、参加市町村の優良

事例紹介例を表 5.3-3 示す。 

 

表 5.3-1 災害廃棄物処理計画案作成のための支援事項 

取組事項 内容 対応状況 

作成支援ツールの提供 

災害廃棄物発生量推計シートの提供 

処理フロー検討シートの提供 

仮置場必要面積推計シートの提供 

被害棟数、避難者数等の

必要事項を入力することで

左記内容が算出されるエク

セル計算シートを作成し市

町村へ配布 

（図 5.3-1～図 5.3-3） 

共通データ集の提供 

鹿児島県災害廃物処理計画策定に活

用したデータを市町村別に再整理し、共

通基本データとして提供する 

鹿児島県地震等災害被害

予測調査（報告書概要版）

及び鹿児島県災害廃棄物

処理計画から、奄美版ワー

クシート作成に必要な項目

を抽出し、市町村データと

してエクセルファイルにとり

まとめ市町村へ配布 

（表 5.3-2） 

資料入手先情報の提供 

上記のデータの収集時に参照した Web

ページの URL を整理し、引用元を確認で

きるようにして提供する 

Web ページの URL を整理 

グッドプラクティスの提供 

本事業における参加市町村の成果の中

で、優良事例（グッドプラクティス）を抽出

し、ワーキング会議等で紹介・提供する 

ワーキング会議で説明 

第 2 回：意見交換 

第 4 回；意見交換 

（表 5.3-3） 
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表 5.3-3 参加市町村優良事例紹介例（第 2回ワーキング） 

  
【喜界町（与論島）】

No. 付箋 赤：最も重要な課題 記入者 付箋 青：2番目に重要な課題 記入者

1
廃棄物の処理施設が少ない（資機材・重機

を含め）
与論町総務企画課 適地が少ない 与論町総務企画課

2

2-4 処理マニュアル

・ガレキ、スレート材、石膏ボード等の処

理困難物のマニュアル

・島内業者が受入できていない状況での処

理方法

与論町環境課

1-2 仮置場設置

・地下水等への汚染物質の流入のおそれの

ない箇所への設置

・景観等にも配慮する

与論町環境課

3
1-2 仮置場設置

仮置する場所がなく、選定等に苦労する
喜界町

2-2 廃棄物の処理設備

１島１町で、処理施設が被害を生じた場合

の処理に苦労する。

喜界町

【奄美大島５市町村】

No. 付箋 赤：最も重要な課題 記入者 付箋 青 記入者

1 1-1 候補地の選定（適地が少ない） 大和村
2-1 災害廃棄物の処理体制

（業者が少ない）
大和村

2 1-2 仮置場設置 龍郷町 1-3 搬入される廃棄物の設定 龍郷町

3 2-3 民間事業者との連携 奄美市 1-1 候補地の選定 奄美市

4 3-1 ➂交通手段（収集運搬） 瀬戸内町 3-2 ➂集落の立地 瀬戸内町

5

3-1 交通手段

船舶での往来

廃棄物を船で運搬可能か？

宇検村
2-4 具体的な処理方法のマニュアル作成

（廃棄物ごとの対応方法）
宇検村

6 5-1 知識・経験不足 奄美市 1-2 仮置場設置 奄美市

【徳之島３町】

No. 付箋 赤：最も重要な課題 記入者 付箋 青：2番目に重要な課題 記入者

1 - -
＜知識＞

5-1 知識・経験不足
伊仙町

2 - -
＜重機＞

重機・ダンプ等の不足
天城町

3
＜施設＞

廃棄物処理施設の数（業者の数）
天城町

＜施設＞

2-3 民間事業者との連携

5-1 知識・経験不足

8-4 処理マニュアル

伊仙町

4
＜施設＞

廃棄物の処理設備
徳之島町

5
＜施設＞

廃棄物の処理設備、処理能力
天城町

6

＜仮置場＞

1-1 候補地の選定

1-5 便乗ごみ対策

1-2 仮置場設置（人員配置）

伊仙町
＜仮置場＞

仮置場候補地の選定
徳之島町

7

＜仮置場＞

・仮置場の設置（人員・資機材・水道）

・災害廃棄物の処理体制、設備

・便乗ごみ対策

伊仙町
＜仮置場＞

仮置場の選定
天城町

8
＜仮置場＞

仮置場の選定（適地・広範囲）
徳之島町

＜仮置場＞

仮置場への便乗ごみ
徳之島町
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6. 個別課題の調査・検討                    

6.1 島内生活環境保全上の課題 

災害廃棄物処理において、島内の生活環境保全上の課題の発生については、被害想定、地

理的特徴、都市の規模、平常時の廃棄物処理状況、海上輸送の距離・手段等、多くの要素が

関わる。そのため、既往資料データの整理、ヒアリング、ワーキング会議での意見等、2 章

~6 章の結果をもとに、自治体ごとに様々な観点で課題を抽出・整理した。 

個別課題の調査・検討にあたっては、事業対象自治体を表 6.1-1 の 3 地区に区分した。 

 

表 6.1-1 事業対象自治体の地域区分 

地区 特徴 

奄美大島 5 市町村 群島の交通結節点となる名瀬港と奄美空港を有する中心都市

奄美市と、密接な関係にある島内その他 4 市町村 

喜界島・徳之島 九州本土への依存が高い小規模な離島 

与論島 沖縄本島への依存が高い小規模な離島 
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6.1.1 被害想定 

 鹿児島県地域防災計画に示される想定地震等の概要を表 6.1.1-1 に、想定地震等の位置図

を図 6.1.1-1 に、豪雨災害の履歴を表 6.1.1-2 に示す。 

鹿児島県地域防災計画に示される想定地震等のうち、奄美群島対象自治体への影響が大

きい地震は、⑦南海トラフ、⑩奄美群島太平洋沖（北部）、⑪奄美群島太平洋沖（南部）と

なる。鹿児島県災害廃棄物処理計画における対象災害も県地域防災計画に同じである。 

 

表 6.1.1-1 鹿児島県地域防災計画における想定地震等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：鹿児島県地域防災計画  地震災害対策編 （平成 31 年 4 月） 
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図 6.1.1-1 想定地震等の位置図 

出典：鹿児島県地域防災計画  地震災害対策編 （平成 31 年 4 月） 
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表 6.1.1-2 鹿児島県地域防災計画における豪雨災害の履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：鹿児島県地域防災計画  地震災害対策編 （平成 31 年 4 月） 
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6.1.2 人口、産業、観光 

1)人口 

 奄美群島内自治体では、人口は奄美市が 43,156 人と最も多く、ついで徳之島町が 11,160

人で 2 番目となる。島毎の人口は、奄美大島が 61,256 人と最も多く、喜界島・徳之島が

30,709 人であり、与論等が 5,186 人と最も人口が少ない。年齢別の人口割合は、3 地区で

大きな差はなく、鹿児島県全体の数値に近い。 

 

表 6.1.2-1 奄美群島事業対象自治体の人口等緒元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.2-1 奄美群島自治体の人口密度（500m メッシュ当たり） 

出典：国土数値情報（500m メッシュ別将来推計人口／平成 30 年度作成） ※2015 年人口データ使用 

人口

（平成27年）

平成22年～27

年の人口増減率
面積 人口密度

（人） （％） （km2） （人/km2） 15歳未満 15～64歳 65歳以上

奄美市 43,156 -6.4 308.27 140.0 6,260 24,571 12,305

大和村 1,530 -13.3 88.26 17.3 175 760 595

宇検村 1,722 -10.9 103.07 16.7 201 868 653

瀬戸内町 9,042 -8.4 239.65 37.7 1,093 4,757 3,189

龍郷町 5,806 -4.5 81.82 71.0 929 3,094 1,779

喜界町 7,212 -11.7 56.82 126.9 908 3,650 2,647

徳之島町 11,160 -7.7 104.92 106.4 1,772 6,076 3,310

天城町 5,975 -10.2 80.40 74.3 858 3,122 1,995

伊仙町 6,362 -7.0 62.71 101.5 965 3,145 2,251

与論町 5,186 -2.6 20.58 252.0 770 2,795 1,621

奄美大島 61,256 -6.9 821.07 282.7 8,658 34,050 18,521

喜界島・徳之島 30,709 -9.0 304.85 409.1 4,503 15,993 10,203

与論島 5,186 -2.6 20.58 252.0 770 2,795 1,621

鹿児島県 1,648,177 -3.4 9,187 179 220,751 929,758 479,734

年齢別人口（人）

14.1 

14.7 

14.8 

13.5

55.6 

52.1 

53.9 

57.0

30.2 

33.2 

31.3 

29.4

0% 50% 100%

奄美大島

喜界島・徳之島

与論島

鹿児島県

年齢別人口割合

15歳未満 15～64歳 65歳以上

出典：平成 27 国勢調査（総務省統計局） 
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2)産業 

 産業別就業者数を見ると、奄美大島は鹿児島県全体と近い業種の割合となっており、卸売

業・小売業と医療・福祉が多い傾向にある。一方で、喜界島・徳之島と与論島は、奄美大島、

鹿児島県全体とは異なる傾向にあり、農業・林業が大きな割合を占めるのが特徴となる。 

 奄美群島自治体では、観光が産業の柱の一つとなっていることから、宿泊業・飲食サービ

ス業が一定の割合を占めていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.2-2 奄美群島事業対象自治体の産業別就業者数 

出典：平成 27 国勢調査（総務省統計局） 
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3)観光 

奄美群島では、後述する亜熱帯性・海洋性の優れた自然とともに、シマ唄・八月踊り・

六調踊り等の伝統芸能や大島紬・黒糖焼酎さらには亜熱帯性の果物類等、個性的で多様な

観光資源を有している。 

奄美群島の入込客は、昭和 40 年代の高度経済成長と離島ブームに伴って脚光を浴び、

昭和 49 年には年間 70 万人台に達したが、沖縄の本土復帰、昭和 48 年の第１次オイルシ

ョック以降の景気の低迷や国民の観光需要の変化、海外旅行ブームなどから昭和 56 年以

降厳しい状況を迎え、昭和 62 年には 66 万人台まで落ちこんだ。しかし、昭和 63 年 7 月

の奄美空港ジェット化に伴う、奄美大島～鹿児島・大阪間でのジェット機の就航や平成４

年 12 月から奄美大島～東京直行便の就航による時間短縮及び輸送力の増大等が図られる

など、交通条件の改善等により、群島外からの入域客が増加したが、平成 8 年の 57 万 6

千人をピークに、群島外からの入域客数は年々減少傾向にあったものの、平成 26 年 7 月

のＬＣＣ（格安航空会社）就航や奄美群島振興交付金、奄美・沖縄連携交流促進事業を活

用した航空、航路運賃の軽減により、増加傾向に転じ、平成 30 年は入込客数（6 年連続の

増加）、入域客数（8 年連続の増加）ともに、記録の残る昭和 45 年以降で最高を更新し

た。 

出典：平成 30 年度奄美群島の概況（鹿児島県ホームページ） 

 

表 6.1.2-2 奄美群島への入込客数・入域客数（平成 30 年 1 月～12月） 

 
出典：観光統計：奄美群島入込・入域客数（鹿児島県 HP） 

 

  

客数 客数

奄美大島 529,587 55,883 11.8% 448436 58,945 15.1%

喜界島・徳之島 197,715 7,790 4.1% 114,786 1,098 1.0%

与論島 69,064 4,140 6.4% 53664 -2,496 -4.4%

合計 885,411 59,621 7.2% 678121 58,588 9.5%

※入込客数とは，奄美群島外から群島内の各島へ入った人（入域客数）及び群島内で移動した人の

合計数をいう。

区分
入込客数(人) 入域客数(人)

対前年比 対前年比
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6.1.3 交通体系 

1)陸上・緊急輸送道路 

 奄美群島内では、奄美大島のみ第一次緊急予想道路が設定されている。第二次緊急輸送道

路は奄美大島、徳之島、沖永良部島に設定されており、喜界島・与論島には緊急予想道路は

設定されていない。指定拠点は各島に設定されている。 

 鹿児島県地震等災害被害予測調査における、奄美群島で影響が大きい 3 地震が発生した

場合の液状化危険度分布は図 6.1.3-2 に示すとおりであり、奄美群島太平洋沖（北部）及び

（南部）の地震が発生した際に、奄美大島、喜界島、徳之島の一部箇所で液状化の発生が想

定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.3-1 奄美群島内緊急輸送道路 

出典：国土数値情報（緊急輸送道路／平成 27 年度作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.3-2 液状化危険度分布図 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査 報告書概要版（平成 26 年 2 月）  

⑦南海トラフ【陸側ケース】 

の巨大地震 

⑩奄美群島太平洋沖（北部） 

の地震 

⑪奄美群島太平洋沖（南部） 

の地震 
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2) 海上・港湾・漁港 

離島における港湾は、地域住民の日常生活に直結し、地域産業・経済の発展に寄与する

重要な交通基盤施設であり、これまで名瀬港外 31 港を整備されている。 

名瀬港は昭和 50 年度に 10,000 トン級船舶の接岸施設１バースを整備され、さらに１バ

ースを昭和 55 年度に増設された。また、平成 15 年度 30,000 トン級船舶の接岸施設１バ

ースを整備された。湾港、亀徳港、平土野港、和泊港、与論港（供利地区）における

5,000 トン級船舶の接岸施設は、昭和 56 年度までに整備されている。また、平成元年度に

与論港（茶花地区）、平成 11 年度に和泊港の 8,000 トン級船舶の接岸施設を整備されてい

る。 

現在、各島の主要港については、施設の機能増進、船舶の安全接岸や就航率の向上を図

るため、外かく施設や接岸施設等の整備を進められている。 

表 6.1.3-1～表 6.1.3-2 に奄美群島の港湾現況を、鹿児島県港湾位置図と海上ルートを図

6.1.3-3 及び図 6.1.3-4 に、奄美群島内漁港位置図を図 6.1.3-5 に示す。 

 

表 6.1.3-1 奄美群島の港湾現況（奄美大島） 

 
出典：平成 30 年度奄美群島の概況（鹿児島県ホームページ） 

島名 港名 港格 管理者 所在地 施設状況 接岸能力

名瀬港 重要港湾 県 奄美市

外かく施設6,949ｍ
岸壁(-10.0) 280ｍ，(-9.0) 370ｍ，(-7.5) 106ｍ，
(-5.5) 420ｍ，(-6.5)･160ｍ
物揚場1,226ｍ

30,000ｔ

知名瀬港 地方港湾 奄美市 奄美市
外かく施設1,031ｍ
物揚場715ｍ

赤木名港 地方港湾 奄美市 奄美市
外かく施設5,880ｍ
岸壁(-5.5) 240ｍ
物揚場360ｍ

2,000ｔ

屋仁港 地方港湾 奄美市 奄美市
外かく施設1,909ｍ
物揚場190ｍ

大笠利港 地方港湾 奄美市 奄美市
外かく施設1,815ｍ
物揚場250ｍ

和野港 地方港湾 奄美市 奄美市
外かく施設802ｍ
物揚場130ｍ

山間港 地方港湾 奄美市 奄美市
外かく施設4,708ｍ
岸壁(-5.5) 100ｍ，(-4.5) 100ｍ
物揚場413ｍ

2,000ｔ

戸口港 地方港湾 龍郷町 龍郷町
外かく施設1,163ｍ
物揚場100ｍ

龍郷港 地方港湾 龍郷町 龍郷町
外かく施設1,033ｍ
岸壁(-5.5) 180ｍ
物揚場120ｍ

2,000ｔ

円港 地方港湾 龍郷町 龍郷町
外かく施設473ｍ
物揚場113ｍ

芦徳港 地方港湾 龍郷町 龍郷町
外かく施設566ｍ
物揚場262ｍ

大和港 地方港湾 大和村 大和村
外かく施設5,
岸壁(-5.5) 100ｍ，(-4.5) 60ｍ，(-4.0) 30ｍ
物揚場320ｍ

2,000ｔ

湯湾港 地方港湾 宇検村 宇検村
外かく施設1,654ｍ
岸壁(-4.5) 430ｍ
物揚場404ｍ

700D/Ｗ

名柄港 地方港湾 宇検村 宇検村
外かく施設3,801ｍ
物揚場80ｍ

10ｔ

古仁屋港 避難港 県 瀬戸内町
外かく施設9,162ｍ
岸壁（-5.5)160ｍ
物揚場418ｍ

2,000ｔ

篠川港 地方港湾 瀬戸内町 瀬戸内町
外かく施設660ｍ
岸壁(-4.5) 70ｍ
物揚場80ｍ

5,000
Ｄ／Ｗ
200ｔ

管鈍港 地方港湾 瀬戸内町 瀬戸内町
外かく施設928ｍ
物揚場30ｍ

10ｔ

奄美大島
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表 6.1.3-2 奄美群島の港湾現況（奄美大島以外） 

 
出典：平成 30 年度奄美群島の概況（鹿児島県ホームページ） 

  

島名 港名 港格 管理者 所在地 施設状況 接岸能力

加計呂麻島 加計呂麻港 地方港湾 瀬戸内町 瀬戸内町

（押角地区） 外かく施設575ｍ
物揚場35ｍ
（俵地区） 外かく施設780ｍ
物揚場230ｍ
（瀬武地区） 外かく施設51ｍ
岸壁(-4.5) 60ｍ
（西阿室地区）外かく施設997ｍ
物揚場70ｍ
（伊子茂地区）外かく施設933ｍ
物揚場120ｍ

10ｔ

10～200ｔ

700ｔ

10ｔ

40ｔ

請島 請島港 地方港湾 瀬戸内町 瀬戸内町

（池地地区） 外かく施設2,541ｍ
　　　　　     物揚場120ｍ
（請阿室地区）外かく施設1,006ｍ
                        物揚場180ｍ

85ｔ

85ｔ

与路島 与路港 地方港湾 瀬戸内町 瀬戸内町
外かく施設1,494ｍ
物揚場160ｍ

85ｔ

喜界島 湾港 地方港湾 県 喜界町
外かく施設2,306ｍ
岸壁(-7.5) 355ｍ，(-5.5) 98ｍ
物揚場372ｍ

2,000ｔ～
5,000ｔ

喜界島港 地方港湾 喜界町 喜界町

（上嘉鉄地区） 外かく施設1,045ｍ
物揚場100ｍ
（手久津久地区）外かく施設691ｍ
物揚場50ｍ
（浦原地区） 外かく施設1,161ｍ
物揚場50ｍ
（花良治地区） 外かく施設424ｍ
（志戸桶地区） 外かく施設1,073ｍ
物揚場100ｍ

１ｔ未満

１ｔ未満

１ｔ未満

-

１ｔ未満

亀徳港 地方港湾 県 徳之島町
外かく施設3,901ｍ
岸壁(-7.5) 160ｍ，(-9.0) 220ｍ，(-5.0) 80ｍ
物揚場286ｍ

1,000ｔ～
10,000ｔ

平土野港 地方港湾 県 天城町
外かく施設2,552ｍ
岸壁(-9.0) 220ｍ，(-5.5) 80ｍ
物揚場223ｍ

1,000ｔ～
10,000ｔ

母間港 地方港湾 徳之島町 徳之島町
外かく施設2,470ｍ
物揚場420ｍ

１ｔ未満～
10ｔ

鹿浦港 地方港湾 伊仙町 伊仙町
外かく施設900ｍ
物揚場147ｍ

１ｔ未満～
50ｔ

面縄港 地方港湾 伊仙町 伊仙町
外かく施設2,114ｍ
物揚場100ｍ

10ｔ未満

和泊港 地方港湾 県 和泊町
外かく施設6,010ｍ
岸壁(-9.0) 190ｍ，(-7.5) 150ｍ，(-5.0) 73ｍ
物揚場485ｍ

1,000ｔ～
8,000ｔ

伊延港 地方港湾 和泊町 和泊町
外かく施設2,664.9ｍ
岸壁(-9.0) 190ｍ
物揚場255ｍ

8,000ｔ

住吉港 地方港湾 知名町 知名町
外かく施設1,240ｍ
岸壁(-5.5) 90ｍ
岸壁(-5.5) 90ｍ

2,000ｔ

与論港 地方港湾 県 与論町

（供利地区）外かく施設1,259ｍ
岸壁(-9.0) 190ｍ
物揚場132ｍ
（茶花地区）外かく施設3,210ｍ
岸壁(-9.0) 190ｍ，(-5.5) 90ｍ
物揚場237ｍ

8,000ｔ

百合ケ浜港 地方港湾 与論町 与論町 船揚場９ｍ 航路5,040㎡

徳之島

沖永良部島

与論島
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図 6.1.3-3 港湾位置図 

出典：国土数値情報（港湾／平成 26 年度作成） 
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図 6.1.3-4 鹿児島県港湾位置図と海上ルート 

出典：鹿児島県 HP 
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図 6.1.3-5 奄美群島内漁港位置図 

出典：国土数値情報（漁港／平成 18 年度作成） 
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3) 空路 

奄美群島と群島外の地域を結ぶ空路については、鹿児島、東京、大阪、福岡、沖縄の 5

地域との間に直行便が就航している。 

本土との間の空路については、奄美空港では鹿児島－奄美間に、日本エアコミューター

が 2 往復、ジェイエアが 6 往復、スカイマークが 2 往復させており、福岡－奄美間におい

ては１往復就航させている。また、日本航空が東京(羽田)－奄美間、大阪(伊丹)－奄美間

に、バニラエアが東京(成田)－奄美間、大阪(関西)－奄美間にそれぞれ１往復のジェット機

を就航させている。(多客期には、鹿児島、大阪１便増便） 

徳之島空港では、鹿児島－徳之島間にジェイエアが 4 往復就航させている。 

喜界空港では、鹿児島－喜界間に日本エアコミューターが２往復就航させている。 

沖永良部空港では、鹿児島－沖永良部間に日本エアコミューターが 3 往復就航させてい

る。 

与論空港では、鹿児島－与論間に日本エアコミューターが１往復を就航させている。 

沖縄へは、日本エアコミューターが沖永良部－那覇間に１往復、琉球エアーコミュータ

ーが那覇－奄美間、 那覇－与論間にそれぞれ１往復就航させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.3-6 奄美群島と群島外の地域を結ぶ空路 

出典：平成 30 年度奄美群島の概況（鹿児島県ホームページ） 
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出典：2017 離島統計年報 公益財団法人日本離島センター 
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6.1.4 自然環境 

奄美群島は、奄美群島国立公園に指定された多くの景勝地をはじめ（図 6.1.4-2 参照）、エ

メラルドグリーンの海や白い砂浜、多種多様なサンゴ礁に彩られ年間平均気温が 21℃とい

う亜熱帯性・海洋性の気候風土の中で、年間を通じて絶えることのないハイビスカス、ブー

ゲンビリア等の原色の花々や、ソテツ、ガジュマル等の豊かな亜熱帯性植物が繁茂し、特別

天然記念物のアマミノクロウサギなど国際的にも注目されている固有種や希少種等の多く

の野生生物が生息・生育するなど自然資源の宝庫である。 

 平成 31 年 2 月に、国は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登

録推薦書をユネスコに提出したところであり、価値の維持の重要性などについて、地域住民

の理解を得ながら、登録に向けて、群島が一体となった取組をさらに推進していく必要があ

る。 

 災害発生時に奄美群島国立公園及び世界自然遺産登録推薦地域内において、災害廃棄物

が発生した場合には、災害廃棄物仮置場としての利用やその復旧について、環境省、都道府

県及びその他関係機関との十分は調整・確認が必要なことに留意が必要である。 

 

出典：平成 30 年度奄美群島の概況（鹿児島県ホームページ）に加筆修正 

 

 

図 6.1.4-1 世界自然遺産推薦 4地域位置図 

出典：環境省ホームページ 
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図 6.1.4-3 世界自然遺産登録に向けた取り組み 

出典：鹿児島県ホームページ：奄美の世界自然遺産に関するパンフレット類 
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6.1.5 一般廃棄物処理状況 

 奄美群島内自治体の一般廃棄物排出状況は表 6.1.5-1 に示すとおりであり、1 人 1 日当た

りの排出量は、最大は瀬戸内町で 1,488(g/人日)であり、最少は天城町で 681(g/人日)であっ

た。地域ごとの平均値では、奄美大島が 1,122(g/人日)、喜界島・徳之島が 840 (g/人日)、与

論島が 1,037(g/人日)であり、奄美大島でごみ排出量は多い傾向にある。生活系ごみと事業

系ごみの比率内訳は、該当地域で大きな差は見られない。鹿児島県全体と比較すると、奄美

群島では排出ごみに占める事業系ごみの占める割合が高い傾向が見られる。 

 

表 6.1.5-1 奄美群島事業対象自治体のごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 29 年度環境省一般廃棄物処理実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.5-1 奄美群島事業対象自治体の一般廃棄物排出割合（奄美大島） 

出典：平成 29 年度環境省一般廃棄物処理実態調査 

可燃ごみ

77%

不燃ごみ

15%

資源ごみ

2%

その他の

ごみ
0%

粗大ごみ

6%

奄美大島（生活系ごみ）

可燃ごみ

83%

不燃ごみ

4%

資源ごみ

0%

その他の

ごみ

0%

粗大ごみ

13%

奄美大島（事業系ごみ）

（g/人日) （g/人日) （g/人日) （ｔ） （％）

奄美市 1,121 626 496 17,286 4
大和村 931 801 130 515 7
宇検村 1,246 920 326 807 5
瀬戸内町 1,488 1,231 257 4,901 3
龍郷町 826 676 150 1,818 5
喜界町 987 716 270 2,614 9
徳之島町 1,004 769 235 3,944 7
天城町 681 531 151 1,524 8
伊仙町 690 577 113 1,730 9
与論町 1,037 824 213 2,005 12

奄美大島 1,122 851 272 25,327 -

喜界島・徳之島 840 648 192 9,812 -
与論島 1,037 824 213 2,005 -
鹿児島県 918 629 289 554,215 16
※斜体 は該当地域自治体の平均値

市区町村名

事業系ごみ
(事業系ごみ搬
入量)*10^6/総
人口/365

１人１日当たりの排出量
合計
(ごみ総排出
量)*10^6/総人
口/365

生活系ごみ
(生活系ごみ搬入
量+集団回収
量)*10^6/総人
口/365

ごみ総排出量
(計画収集量+
直接搬入量+
集団回収量)

リサイクル率 Ｒ
(直接資源化量+中
間処理後再生利用
量+集団回収
量)/(ごみ処理量+
集団回収量)*100
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図 6.1.5-2 奄美群島事業対象自治体の一般廃棄物排出割合（奄美大島） 

出典：平成 29 年度環境省一般廃棄物処理実態調査 
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奄美群島内自治体が平時に使用する一般廃棄物処理施設の位置図を図 6.5.1-3 に示す。 

 
図 6.1.5-3 奄美群島内一般廃棄物処理施設の位置図 

 

奄美群島内自治体が平時に使用する一般廃棄物処理施設のうち、焼却施設の状況を表

6.5.1-2 に、最終処分場の残余年数等を表 6.1.5-3 に示す。奄美群島内では、奄美大島 5 市町

村が大島地区衛生組合を構成している。また、徳之島では、島内 3 町が徳之島愛ランド広域

連合を構成している。喜界町及び与論町は 1 島 1 町であるため、一般廃棄物処理移設は直

営で運営している。 

 

表 6.1.5-2 一般廃棄物焼却施設の稼働状況 

施設名 
処理能力 

（t/日） 
炉数 

使用開始 

年度 
備考 

名瀬クリーンセンター 100 2 H9 大島地区衛生組合 

喜界町クリーンセンター 12 1 H4 直営 

喜界町焼却施設（建設予定） 8 1 R3 直営 

徳之島愛ランドクリーンセンター 19 2 H15 徳之島愛ランド広域連合 

与論町クリーンセンター 美ら島 8 1 H29 直営 
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表 6.5.1-3 一般廃棄物最終処分場の残余年数等 

施設名 
残余容量 

（m3） 

埋立開始 

年度 

埋立終了 

年度 
備考 

名瀬クリーンセンター 44,017 H9  大島地区衛生組合 

徳之島愛ランドクリーンセンター 10,821 H15 R13 予定 徳之島愛ランド広域連合 

与論町一般廃棄物最終処分場 2,732 H26 R10 予定 直営 

※一般廃棄物実態調査結果(H29)に基づく 

 

 奄美群島事業対象自治体の廃棄物収集運搬体制は表 6.1.5-4 に示すとおりである。直営の

収集運搬車両を有してるのは、奄美大島内では大和村（2 台）、瀬戸内町（3 台）、与論町

（4 台）であり、喜界町及び徳之島内 3 町では。直営の収集運搬車両を有していない。大和

村と与論町では、収集運搬は直営の車両のみで実施している。 

 その他は、委託又は許可の収集運搬車両となり、瀬戸内町では、直営、委託、許可の 3 種

類を利用している。 

 また、対象の全ての自治体で運搬船等の船舶は利用していない。 

 

表 6.1.5-4 奄美群島事業対象自治体の廃棄物収集運搬体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 29 年度環境省一般廃棄物処理実態調査 

 

 

  

（台） （ｔ） （台） （ｔ） （隻） （ｔ） （台） （ｔ） （隻） （ｔ）

奄美市 0 0 9 22 0 0 143 349 0 0
大和村 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
宇検村 0 0 3 6 0 0 3 6 0 0
瀬戸内町 3 9 6 11 0 0 34 48 0 0
龍郷町 0 0 3 9 0 0 47 94 0 0
喜界町 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0
徳之島町 0 0 13 26 0 0 12 32 0 0
天城町 0 0 7 15 0 0 1 2 0 0
伊仙町 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0
与論町 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0

奄美大島 5 13 21 48 0 0 227 497 0 0

喜界島・徳之島 0 0 34 65 0 0 13 34 0 0
与論島 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島県 91 252 734 2,012 0 0 2,135 5,180 0 0

許可委託

ごみ収集運搬機材の状況

運搬船等の船舶 収集車 運搬船等の船舶

直営

市区町村名
収集車 収集車
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6.1.6 産業廃棄物処理状況 

 施設の設置場所が奄美群島内自治体に位置する産業廃棄物処分業許可業者のうち、災害

廃棄物処理に影響が大きい焼却施設と最終処分場の一覧を表 6.1.6-1及び表 6.1.6-2に示す。 

 奄美群島内には、産業廃棄物処理業の焼却施設は、奄美市で 4 施設、瀬戸内町で 1 施設、

喜界町で 2 施設、徳之島町で 1 施設、与論町で 1 施設存在する。 

 最終処分場は安定型最終処分場が、龍郷町で 1 施設、徳之島町で 1 施設存在し、喜界島

及び与論島には産業廃棄物処理業の最終処分場は存在しない。 

 

  



54 

  

出
典
：
鹿
児
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
業
者
一
覧
表
 
 

表
6
.
1.
6
-
1 

奄
美
群
島
内
の
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
業
者
（
焼
却
施
設
）
一
覧
 



55 

  

出
典
：
鹿
児
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
業
者
一
覧
表
 

 

表
6
.
1.
6
-
2 

奄
美
群
島
内
の
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
業
者
（
安
定
型
最
終

処
分

場
）

一
覧
 



56 

6.1.7 災害廃棄物発生量 

 奄美群島内自治体がワークシート作成にあたり選定した対象災害と、該当災害における

災害廃棄物発生量、津波堆積物発生量、災害廃棄物発生量と津波堆積物発生量合計値、仮

置場必要面積の一覧を表 6.1.7-1 に、災害廃棄物発生量と津波堆積物発生量の算出結果を

図 6.1.7-1 に、仮置場必要面積算出結果を図 6.1.7-2 に示す。各算出方法の詳細は巻末資料

の奄美版ワークシートに記載する。 

 奄美群島内の自治体に影響が特に大きい地震は、北部の奄美大島 5 市町村と喜界町では

「奄美群島太平洋沖（北部）地震」となり、南部の徳之島 3 町と与論町では「奄美群島太

平洋沖（南部）地震」となる。 

「奄美群島太平洋沖（北部）地震」発生時の災害廃棄物と津波堆積物の発生推計量は奄美

大島 5 市町村の合計で 586,238(t)となり、平時の廃棄物の 23 年分の量にあたる。喜界町

では 366,438(t)となり、平時の廃棄物の 140 年分の量にあたる。 

「奄美群島太平洋沖（南部）地震」発生時の災害廃棄物と津波堆積物の発生推計量は徳之

島 3 町の合計で 191,187(t)となり、平時の廃棄物の 27 年分の量にあたる。与論町では

15,278(t)となり、平時の廃棄物の 7.6 年分の量にあたる。 

 

表 6.1.7-1 奄美群島内自治体の選定対象災害及び災害廃棄物等発生量一覧 

   2 4

大和村 瀬戸内町

南海トラフ
case11

奄美群島太
平洋沖（北
部）

奄美群島太
平洋沖（北
部）

南海トラフ
case5

奄美群島太
平洋沖（北
部）

奄美群島太
平洋沖（北
部）

奄美群島太
平洋沖（北
部）

奄美群島太
平洋沖（南
部）

奄美群島太
平洋沖（北
部）

85,010 248,940 6,500 2,780 3,240 45,100 37,680 2,090 341,460

可燃（t） 15,302 42,296 1,170 500 583 8,118 6,782 376 58,950

不燃（t） 15,302 51,408 1,170 500 583 8,118 6,782 376 68,062

コンがら（t） 44,205 126,500 3,380 1,446 1,685 23,452 19,594 1,087 174,611

金属くず（t） 5,611 16,065 429 183 214 2,977 2,487 138 22,171

柱角材（t） 4,591 12,685 351 150 175 2,435 2,035 113 17,681

147,974 147,974 0 24,737 0 57,516 39,274 19,637 244,764

232,984 396,928 6,500 27,517 3,240 102,616 76,954 21,727 586,238

仮置場必要面積(ｍ2） 64,920 119,550 2,221 6,947 1,107 29,354 22,396 5,475 174,628

6 9 10

喜界町 伊仙町 与論町

奄美群島太
平洋沖（北
部）

南海トラフ
case11

奄美群島太
平洋沖（南
部）

奄美群島太
平洋沖（北
部）

奄美群島太
平洋沖（南
部）

奄美群島太
平洋沖（南
部）

奄美群島太
平洋沖（南
部）

奄美群島太
平洋沖（南
部）

230,040 5,330 86,450 3,950 17,080 2,940 106,470 460

可燃（t） 36,102 959 15,561 711 1,678 250 17,489 83

不燃（t） 55,338 959 15,561 711 6,740 1,262 23,564 83

コンがら（t） 113,396 2,772 44,954 2,054 7,244 1,201 53,399 239

金属くず（t） 14,412 352 5,706 261 924 153 6,784 30

柱角材（t） 10,822 288 4,668 213 501 75 5,244 25

136,368 25,181 50,362 19,296 19,296 15,050 84,708 14,818

366,438 30,511 136,812 23,246 36,384 17,992 191,187 15,278

仮置場必要面積(ｍ2） 108,740 7,926 41,749 6,028 9,745 4,499 55,993 3,749

災害廃棄物発生量

津波堆積物発生量(t)

災害廃棄物＋津波堆積
物発生量(t)

徳之島合計
徳之島町 天城町

No

市町村

対象災害

対象災害

災害廃棄物発生量

津波堆積物発生量(t)

災害廃棄物＋津波堆積
物発生量(t)

7 8

市町村 奄美市 宇検村 龍郷町

No 1 3 5
奄美大島合計
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図 6.1.7-1 奄美群島内自治体の災害廃棄物・津波堆積物発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.7-2 奄美群島内自治体の仮置場必要面積 

奄美群島太平洋沖（北部）地震 

奄美群島太平洋沖（南部）地震 

奄美群島太平洋沖（北部）地震 

奄美群島太平洋沖（南部）地震 
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6.1.8  一般廃棄物処理施設における災害廃棄物処理可能量 

奄美群島内自治体が平時に使用する一般廃棄物各処理施設における災害廃棄物処理可能

量の推計値について、焼却施設処理可能量を表 6.1.8-1 に、最終処分場処理可能量を表 6.1.8-

2 に示す。本業務では、環境省の平成 30 年度災害廃棄物対策推進検討会で示される方法に

基づき、最新の処理実績による施設の処理可能量も推計を行った。推計に際してはモデル対

象自治体ごとにヒアリングを行い、実際の稼働状況（稼働日数、点検期間、受入れ品質等）

を反映したものとした。焼却施設及び最終処分場の処理可能量算出方法詳細は巻末資料の

奄美版ワークシートに記載する。 

  

表6.1.8-1 焼却施設の処理可能量 

施設名 
処理能力 

（t/日） 

処理実績 

(t/年） 

処理可能量(t/年) 
処理可能量(t/2.7

年) 

高位 

シナリオ 

公称能力 

最大 

高位 

シナリオ 

公称能力 

最大 

名瀬クリーンセンター 100 20,038 4,000 10,900 10,800 29,600 

喜界町クリーンセンター 12 2,084 400 1,60 1,100 4,400 

喜界町焼却施設 
（建設予定） 

8 2,084 400 300 1,100 1,000 

徳之島愛ランドクリーン 
センター 

19 6,165 1,200 0 3,300 0 

与論町クリーンセンター 
 美ら島 

8 1,822 300 600 900 1,700 

※一般廃棄物実態調査結果(H29)に基づく 

 

表 6.1.8-2 最終処分場（不燃物）の処理可能量 

施設名 
残余容量 

（m3) 
処理実績 

(m3/年） 

処理可能量(t) 

高位シナリオ 残余容量(t)- 

10 年分埋立量

(t) (t/年) (t/2.7 年) 

名瀬クリーンセンター 44,017 2,912 1,100 3,100 14,800 

徳之島愛ランドクリーンセンター 10,821 1,338 300 900 0 

与論町一般廃棄物最終処分場 2,732 295 100 300 0 

※一般廃棄物実態調査結果(H29)に基づく 
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6.2 支援・受援のあり方 

 奄美群島内自治体への影響が大きい大規模災害発生時の、災害廃棄物処理に係る支援・受

援のあり方を検討した。 

 具体的な検討としては、対象災害における災害廃棄物発生量と施設における処理可能量

を比較し、必要な支援について定量的に把握した。 

 災害廃棄物処理体制は、島内処理を基本とするが、支援・受援のあり方については、島外

処理についても検討した。 

本業務では事業対象自治体が立地する島ごとに支援・受援のあり方を整理するとともに、

鹿児島県全体での災害廃棄物処理方針や県の役割についても検討した。 
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6.2.1 対象災害における災害廃棄物発生量と処理可能量 

鹿児島県地域防災計画及び鹿児島県災害廃棄物処理計画で示される対象災害のうち、奄

美群島内自治体への影響が特に大きい「南海トラフ巨大地震（地震動：基本、津波 case5

及び case11）」、「奄美群島太平洋沖（北部及び南部）」における、事業対象自治体の災害廃

棄物発生量と処理可能量の算出結果を表 6.2.1-1 及び図 6.2.1-1～6.2.1-12 に示す。 

奄美群島対象自治体の合計値は、「南海トラフ巨大地震：津波 case5」で災害廃棄物が約

15 万トン、津波堆積物が約 45.5 万トンの発生が推計されている。 

「南海トラフ巨大地震：津波 case11」で災害廃棄物が約 15.5 万トン、津波堆積物が約

46 万トンの発生が推計されており、対象 4 地震の中で津波堆積物の発生量が最も多い。 

「奄美群島太平洋沖（北部）地震」では、災害廃棄物が約 58.6 万トン、津波堆積物が約

43 万トンの発生が推計されており、対象 4 地震の中で災害廃棄物の発生量が最も多い。 

「奄美群島太平洋沖（南部）地震」では、災害廃棄物が約 16.8 万トン、津波堆積物が約

31.8 万トンの発生が推計されている。 

災害廃棄物と津波堆積物の合計値は、奄美群島太平洋沖（北部）地震が約 101.7 万トン

と最も多い。 

市町村ごとでは、奄美群島北部の奄美大島 5 市町村と喜界島では「奄美群島太平洋沖

（北部）地震」で災害廃棄物と津波堆積物の発生量合計が最も多くなり、特に奄美市と喜

界町の発生量が多い。奄美群島南部の徳之島 3 町と与論町では「奄美群島太平洋沖（南

部）地震」で災害廃棄物と津波堆積物の発生量が最も多くなり、特に徳之島町の発生量が

多い。 

可燃物の一般廃棄処理物施設での処理可能量は、奄美大島の名瀬クリーンセンターが

10,800(t/2.7 年：高位シナリオ)、29,600(t/2.7 年：公称能力最大)であり、奄美群島内で最

も多い。その他は、喜界町クリーンセンターが 1,100(t/2.7 年：高位シナリオ)、

4,400(t/2.7 年：公称能力最大)、徳之島愛ランドクリーンセンターが 3,300(t/2.7 年：高位

シナリオ)、0(t/2.7 年：公称能力最大)、与論町クリーンセンター美ら島が 900(t/2.7 年：高

位シナリオ)、1,700(t/2.7 年：公称能力最大)となる。 

不燃物の一般廃棄処理物施設での処理可能量は、奄美大島の名瀬クリーンセンターが

3,100(t/2.7 年：高位シナリオ)、14,800(t：残余容量-10 年分)であり、奄美群島内で最も多

い。その他は、喜界町には稼働中の最終処分場はなく、徳之島愛ランドクリーンセンター

が 900(t/2.7 年：高位シナリオ)、0(t：残余容量-10 年分)、与論町クリーンセンター美ら島

が 300(t/2.7 年：高位シナリオ)、0(t：残余容量-10 年分)となる。最終処分場の災害廃棄物

処理可能量は、奄美大島以外では極めて少ない状態にある。 
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図 6.2.1-1 災害廃棄物・津波堆積物発生量（南海トラフ【地震動：基本ケース、津波 case5】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-2 災害廃棄物・津波堆積物発生量（南海トラフ【地震動：基本ケース、津波 case11】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-3 災害廃棄物・津波堆積物発生量（奄美群島太平洋沖（北部）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-4 災害廃棄物・津波堆積物発生量（奄美群島太平洋沖（南部）） 



63 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-5 可燃物発生量・処理可能量（南海トラフ【地震動：基本ケース、津波 case5】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-6 可燃物発生量・処理可能量（南海トラフ【地震動：基本ケース、津波 case11】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-7 可燃物発生量・処理可能量（奄美群島太平洋沖（北部）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-8 可燃物発生量・処理可能量（奄美群島太平洋沖（南部）） 
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図 6.2.1-9 不燃物発生量・処理可能量（南海トラフ【地震動：基本ケース、津波 case5】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-10 不燃物発生量・処理可能量（南海トラフ【地震動：基本ケース、津波 case11】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-11 不燃物発生量・処理可能量（奄美群島太平洋沖（北部）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1-12 不燃物発生量・処理可能量（奄美群島太平洋沖（南部）） 
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6.2.2 要処理検討量の算出 

 奄美群島内自治体への影響が大きい対象災害 4 地震について、6.2.1 で算出した発生量

と処理可能量を用いて、自圏内（島内）での可燃物及び不燃物の処理可能量、自圏外での

処理必用量（要処理検討量）を検討した。 

 対象災害における島毎の可燃物発生量・処理可能量と要処理検討量の検討結果を表

6.2.2-1 及び図 6.2.2-1 に示す。 

 

1)可燃物要処理検討量 

可燃物の処理は、「奄美群島太平洋沖（北部）地震」が発生した場合には、奄美群島全体

の施設を使用しても可燃物処理可能量が不足する。島毎では、奄美大島と喜界島で可燃物

処理可能量が不足する。徳之島では可燃物処理が賄える推計結果となった。「奄美群島太平

洋沖（南部）地震」が発生した場合には、徳之島のみ可燃物処理可能量が不足するが、奄

美群島全体では可燃物の処理は賄える推計結果となった。「南海トラフ巨大地震（地震動：

基本、津波 case5 及び case11）」では、各島で可燃物の処理が賄える推計結果となった。 

 自圏内で処理が賄えない要処理検討量については、島外搬出による広域処理や適切な処

理期間の設定等を検討する必要がある。 

 

表 6.2.2-1 対象災害における島毎の可燃物発生量・処理可能量と要処理検討量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6.2.2-1 対象災害における島毎の可燃物発生量・処理可能量と要処理検討量 
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処理可
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可燃物
要処理
検討量

可燃物発
生量

可燃物処
理可能量

可燃物要処
理検討量

南海トラフ
【地震動：基本ケース、
津波：CASE5】

22,126 -7,474 3,980 -420 749 -2,551 0 -1,700 26,854 -12,146

南海トラフ
【地震動：基本ケース、
津波：CASE11】

23,051 -6,549 3,980 -420 1,042 -2,258 0 -1,700 28,073 -10,927

奄美群島太平洋沖
（北部）

58,950 29,350 36,102 31,702 2,675 -625 0 -1,700 97,726 58,726

奄美群島太平洋沖
（南部）

10,244 -19,356 749 -3,651 17,489 14,189 83 -1,617 28,565 -10,435

※処理可能量は高位シナリオと公称能力最大のうち値の大きいほうを使用

※要処理検討量がマイナスの場合は処理に余力があることを示す

対象災害

奄美大島 喜界島 徳之島 与論島 奄美群島

29,600 4,400 3,300 1,700 39,000
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2)不燃物要処理検討量 

不燃物の処理は、「南海トラフ巨大地震（地震動：基本、津波 case5 及び case11）」及び

「奄美群島太平洋沖（北部）地震及び（南部）地震」の全ての場合で、奄美群島全体での

処理可能量が不足する。特に「奄美群島太平洋沖（北部）地震」では、約 15 万トンの多

量の不燃物の処理能力が不足する。 

島毎でも「奄美群島太平洋沖（南部）地震」で奄美大島が不燃物を賄える以外は、全て

の地震において、全ての島で不燃物の処理可能量が不足する。 

前述した様に、奄美群島内では奄美大島を除き最終処分場の残余容量が少なく、大規模

災害発生時には不燃物の処理能力が不足することが想定される。自圏内で処理が賄えない

要処理検討量については、不燃物の性状を踏まえたうえで、島外搬出による広域処理や適

切な処理期間の設定等を検討する必要がある。 

 

表 6.2.2-2 対象災害における島毎の不燃物発生量・処理可能量と要処理検討量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6.2.2-2 対象災害における島毎の不燃物発生量・処理可能量と要処理検討量 
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不燃物要処
理検討量

南海トラフ
【地震動：基本ケース、
津波：CASE5】

26,551 11,751 4,776 4,776 899 -1 0 -300 32,225 16,225

南海トラフ
【地震動：基本ケース、
津波：CASE11】

27,661 12,861 4,776 4,776 1,251 351 0 -300 33,687 33,687

奄美群島太平洋沖
（北部）

79,837 65,037 62,529 62,529 3,210 2,310 0 -300 145,576 145,576

奄美群島太平洋沖
（南部）

12,293 -2,507 899 899 27,052 26,152 99 -201 40,343 40,343

※不燃物発生量は災害廃棄物内訳の不燃物＋焼却灰（可燃物の20%)

※処理可能量は高位シナリオと残余容量-10年分のうち値の大きいほうを使用

※要処理検討量がマイナスの場合は処理に余力があることを示す

対象災害

奄美大島 喜界島 徳之島 奄美群島

14,800 0 900 300 16,000

与論島
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6.2.3 鹿児島県災害廃棄物処理計画の支援方針 

 鹿児島県災害廃棄物処理計画において、広域連携体制の対応において以下の内容と「災

害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定」フロー図（図 6.2.3-1）が示されてい

る。また、離島における災害廃棄物処理対策については以下の様に示されている。奄美群

島自治体における災害廃棄物処理の支援・受援においても、これらを踏まえ県を通じた関

係者間の連絡調整が必要となる。 

 

広域連絡体制 

（１）平常時の準備 

 市町村は、円滑で効率的な災害廃棄物処理のために、災害廃棄物の広域処理に関する方法

や契約書の様式等を平常時から検討・準備する。なお、発災後の迅速な対応のために、被災

側、支援側の契約書様式を検討・準備する。 

 県は、「大規模災害発生時における九州ブロック災害廃棄物対策行動計画」に基づき、国

（九州地方環境事務所）を中心とする連携・協力体制の構築に参画するとともに、「九州・

山口 9 県における災害廃棄物処理等に係る相互支援協定」に基づき、発災時の初動対応を迅

速かつ円滑に行うため、毎年度の連絡会議開催、平常時からの仮設トイレ設置業者、災害廃

棄物の収集運搬業者・処理業者等の情報交換等を行うものとする。 

（２）発災時の対応 

被災した市町村は、被害状況を踏まえ、広域処理の必要性について検討する。処理期間が

長く復旧・復興に時間がかかると判断した場合は、広域的な処理・処分を検討する。広域的

な処理・処分を行う場合には、国や県と相談の上、広域処理に向けた調整を行う。処理・処

分先については、必要に応じて、県において締結している災害協定を活用し、確保する。 

 県は、被災市町村への災害廃棄物処理体制の指導・助言・広域的な協力体制の確保、被害

情報収集体制の確保、市町村、他都道府県・関係省庁・民間事業者団体との連絡調整を行

う。 

 被災市町村が被災市町村の区域外の場所における一般廃棄物（災害廃棄物）の処分又は再

生を他の者に委託する場合、被災市町村は、当該場所がその区域内に含まれる市町村に対

し、あらかじめ当該場所の所在地その他の必要事項を通知する必要がある（廃掃法施行令第

4 条第 9 号）。当該通知は、他の者との委託契約の締結前に書面により行う必要があり、通

知を受けた市町村は、通知した市町村との間で意見交換を行い、当該一般廃棄物（災害廃棄

物）が適正かつ円滑に処理されることが期待されている。 

 災害廃棄物には、家屋の解体ごみなど、平常時であれば産業廃棄物として取り扱われるも

のも含まれている。県では、災害時における廃棄物処理等の協力に関して（一社）鹿児島県

産業廃棄物協会と協定を締結している。 
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離島における災害廃棄物処理対策 

（１）平時からの取組 

 本県では、廃棄物の一部を本土へ輸送し、処理及びリサイクルを行っている離島がある。 

 離島の規模や離島航路の状況、廃棄物処理の実態については、離島により様々であるが、

大規模災害時における島外への廃棄物搬出等の必要性が生じた場合の対応について、平時か

ら、市町村が主体となり、廃棄物処理・リサイクル事業者や航路事業者、物流事業者を交え

て関係者が調整を行い、連携を行いやすい環境整備の検討を行う必要がある。 

（２）発災時の対応 

 島内で処理しきれない災害廃棄物を処理するため、島外処理が必要となる場合は、受入先

の自治体と十分に協議する必要がある。 

 また、当該処理を行う災害廃棄物は、島内で前処理（選別、破砕）を行うことが効率的で

ある場合が多いと考えられる。 

（３島外搬出時の検討事項 

・島外搬出物を集積し、積出港へ搬出調整を行う場所の確保（仮置場・一次集積所等） 

・利用航路及び利用船舶（貨物フェリー、バラ積み等）の選定 

・輸送方法（トラック、コンテナ） 

（４）島外処理における災害廃棄物搬入時の検討事項 

・積下ろし港に おける海運業者、荷役業者、陸送業者の作業の調整 

・コンテナを使用する場合は、実入りコンテナと空コンテナの流れ 

 

出典：鹿児島県災害廃棄物処理計画（平成 30 年 3 月） 
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図 6.2.3-1 「災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定」フロー図 

出典：鹿児島県災害廃棄物処理計画（平成 30 年 3 月） 
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6.2.4 奄美群島における支援・受援の方針 

 奄美群島対象自治体における、対象災害発生時の災害廃棄物等発生量、処理可能量、要

処理検討量の算出結果まとめを図 6.2.4-1 及び図 6.2.4-2 に示す。 

 南海トラフ巨大地震発生時は、可燃物は各島での処理が賄えるが、不燃物は奄美群島全

体でも処理可能量が不足し、特に奄美大島、喜界島で不足する。 

 奄美群島太平洋沖（北部）地震発生時は、可燃物・不燃物共に特に奄美大島、喜界町で

処理可能量が不足し、奄美群島全体でも処理可能量が不足する。 

奄美群島太平洋沖（南部）地震発生時は、可燃物は徳之島で処理可能量が不足するが、

奄美群島全体では処理が賄える。不燃物は、喜界島と徳之島で処理可能量が不足し、奄美

群島全体でも処理可能量が不足する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.4-1 対象災害発生時の奄美群島内島毎の可燃物要処理検討量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.4-2 対象災害発生時の奄美群島内島毎の不燃物要処理検討量 
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7. 事業結果の分析と考察                    

7.1 基礎情報の整理 

事業対象自治体の総人口、面積、平時の廃棄物処理状況（一般廃棄物発生量、処理施設の

直営・委託状況、廃棄物処理従業職員数等）、災害廃棄物発生量・処理可能量等の各種基礎

情報を整理し、同規模あるいは同様の廃棄物処理体制をとる他の自治体が活用しやすいよ

うに取りまとめた。主な基礎情報の整理結果一覧を表 7.1-1 に、一般廃棄物処理施設、港湾、

空港、緊急輸送道路の位置重ね合わせ図を図 7.1-1 に示す。 

 

表 7.1-1 事業対象自治体に係る主な基礎情報の整理結果 

   喜界島 与論島

奄美市 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 合計 喜界町 徳之島町 天城町 伊仙町 合計 与論町

総人口(人） 43,770 1,524 1,775 9,009 6,043 62,121 7,242 11,045 6,117 6,838 24,000 5,299 0～2,000 2,000～10,000 10,000～30,000 30,000～

世帯数（世帯） 23,620 871 988 5,214 3,059 33,752 3,840 5,911 3,112 3,533 12,556 2,588 0～1,000 1,000～5,000 5,000～30,000 30,000～

面積（km2） 308.28 88.26 103.07 239.65 81.82 821 56.82 104.92 80.40 62.71 248 20.58 0～50 50～100 100～300 300～

一般廃棄物発生量(ｔ) 17,286 515 807 4,901 1,818 25,327 2,614 3,944 1,524 1,730 7,198 2,005 0～1,000 1,000～3,000 3,000～10,000 10,000～

焼却施設の処理能力
(t/日) - - - - - 100 12 - - - 19 8 0～10 10～20 20～100 100～

焼却施設の運転管理
体制 委託 委託 委託 委託 委託 委託 直営 委託 委託 委託 委託 直営 委託 直営

最終処分場の残余年
数(年) - - - - - 15 施設なし - - - 7 10 100年以上 20～100 10～20 10未満

最終処分場の運転管
理体制 委託 委託 委託 委託 委託 委託 - 委託 委託 委託 委託 直営 委託 直営

1人1日当たりごみ排出
量（g/人日） 1,121 931 1,246 1,488 826 1,122 987 1,004 681 690 792 1,037 0～500 500～1000 1000～1500 1500～

職員数（ごみ（一般職＋
技術職） 6 3 1 10 1 21 8 1 2 1 4 11 1 2～5 6～10 11～

DID区画 あり 無し 無し 無し 無し あり 無し 無し 無し 無し 無し 無し あり 無し

奄美群島国立公園 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 非該当

世界自然遺産登録候補
地 - - - - - 該当 非該当 - - - 該当 非該当 該当 非該当

南海トラフcase11
奄美群島太
平洋沖（北

部）
南海トラフcase５

奄美群島太平洋
沖（北部）

奄美群島太平
洋沖（北部）

奄美群島太平
洋沖（北部）

奄美群島太平
洋沖（北部）

南海トラフcase11
奄美群島太平
洋沖（北部）

奄美群島太平
洋沖（南部）

奄美群島太平
洋沖（南部）

奄美群島太平
洋沖（南部）

奄美群島太平
洋沖（北部）

奄美群島太
平洋沖（北

部）

奄美群島太平
洋沖（南部）

奄美群島太平洋
沖（南部）

奄美群島太平
洋沖（南部）

災害廃棄物＋津波堆積
物発生量(t)※1 396,928 6,500 3,240 102,616 76,954 586,238 366,438 136,812 36,384 17,992 191,187 15,278

0
～100,000

100,000
～200,000

200,000
～300,000

300,000～

可燃物処理可能量
(t/2.7年)※2 - - - - - 29,600 4,400 - - - 3,300 1,700

0
～1,000

1,000
～10,000

10,000
～20,000

20000～

不燃物処理可能量
(t/2.7年)※3 - - - - - 14,800 - - - - 900 300

0
～1,000

1,000
～10,000

10,000
～20,000

20000～

仮置場必要面積(m
2
) 119,550 2,221 1,107 29,354 22,396 174,628 108,740 41,749 9,745 4,499 55,993 3,749

0
～25000

25000
～50000

50,000
～75,000

75,000～

(災害廃棄物＋津波堆
積物発生量)÷平時の年

間ごみ処理量（年分）
23 13 4 21 42 23 140 35 24 10 27 8 0～20 20～40 40～60 60～

仮置場必要面積÷自治

体面積
388 25 11 122 274 213 1914 398 121 72 226 182 0～200

200～
400

400～
600

600～

※1：奄美大島、喜界町は奄美群島太平洋沖（北部）、徳之島、与論島は奄美群島太平洋沖（南部）を使用
※2：高位シナリオと公称能力最大の算出方法のうち値が大きいほうを採用
※3：高位シナリオと残余容量-10年分の算出方法のうち値が大きいほうを採用

＜凡例＞

南海トラフ
case11

奄美群島太
平洋沖（北

部）

奄美群島太
平洋沖（北

部）

項目
奄美大島 徳之島町

災害廃棄物処理計画
（案）対象災害

南海トラフ
case11
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7.2 広域処理の考え方 

自治体の地域特性、県の支援方針を踏まえた、自治体間、離島間の広域処理例の検討結

果を表 7.2-1 に及び図 7.2-1～図 7.2-3 示す。 

 表 7.2-1 は、想定災害の被害想定設定条件に基づくものであり、災害発生時には、実際

の被害状況を踏まえて、国・県（他県を含む）・近隣自治体等・民間事業者等の関係者で、

支援・受援の具体的なスキームについて検討する必要がある。また、コンクリートがら、

金属くず、柱角材、再生土木資材等のリサイクル対象物の処理については、主に民間事業

者での処理を想定し、関係者で支援・受援の具体的なスキームについて検討する。リサイ

クル対象物の基本的な処理の考え方を表 7.2-2 に示す。 

 

表 7.2-1 自治体間、離島間の広域処理例の検討結果（可燃物・不燃物） 

対象災害 南海トラフ巨大地震 
 

奄美群島太平洋沖（北
部）地震 

奄美群島太平洋沖 
（南部）地震 

被災状況 奄美群島以外にも、西

日本の広域に大規模な

被害が生じる。 

奄美群島の北側、奄美大島

及び喜界島で被害大きい。

特に奄美市と喜界町で災害

廃棄物発生量が多い。 

奄美群島の南側、徳之島

及び与論島で被害大き

い。特に奄徳之島町で災

害廃棄物発生量が多い。 

支
援
␡
受
援
方
針 

奄美大島 可燃物 自圏（島内）処理 受援（奄美群島外） 支援（奄美群島内） 

不燃物 受援（奄美群島外） 受援（奄美群島外） 支援（奄美群島内） 

喜界島 可燃物 自圏（島内）処理 受援（奄美群島外） 支援（奄美群島内） 

不燃物 受援（奄美群島外） 受援（奄美群島外） 受援（奄美群島外） 

徳之島 可燃物 自圏（島内）処理 自圏（島内）処理 受援（奄美群島内） 

不燃物 自圏（島内）処理 自圏（島内）処理 受援（奄美群島外） 

与論島 可燃物 自圏（島内）処理 自圏（島内）処理 自圏（島内）処理 

不燃物 自圏（島内）処理 自圏（島内）処理 自圏（島内）処理 

※奄美大島には加計呂麻島、与路島、請島を含む 

 

 

表 7.2-2 リサイクル対象物の基本的な処理の考え方 

コンクリートがら 島内の仮置場で破砕・選別後、島内で再生資材として利用 

金属くず 島内で選別後、島外搬出し、金属スクラップとして再生利用 

柱角材 島内の仮置場で粗選別後、島外搬出し、木質チップとして再生利用 

津波堆積物 島内の仮置場で粗選別後、島内で土砂系再生資材として活用 
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図 7.2-1 自治体間、離島間の支援・受援例（南海トラフ巨大地震） 

 

 

図 7.2-2 自治体間、離島間の支援・受援例（奄美群島太平洋沖（北部）地震） 

 

 

可燃物：〇 

不燃物 

可燃物：〇 

不燃物 

可燃物：〇 

不燃物：〇 

可燃物：〇 

不燃物：〇 

奄美大島 

喜界島 

徳之島 

与論島 

南海トラフ巨大地震 

〇：自圏内処理 

受援 

支援 奄美群島内 

奄美群島外 

可燃物 

不燃物 

可燃物 

不燃物 

可燃物：〇 

不燃物：〇 

可燃物：〇 

不燃物：〇 

奄美大島 

喜界島 

徳之島 

与論島 

奄美群島太平洋沖

（北部）地震 

〇：自圏内処理 

受援 

支援 奄美群島内 

奄美群島外 
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図 7.2-3 自治体間、離島間の支援・受援例（奄美群島太平洋沖（南部）地震） 

 

 

  

可燃物 

不燃物 

可燃物 

不燃物：- 

可燃物 

不燃物 

可燃物：〇 

不燃物：〇 

奄美大島 

喜界島 

徳之島 

与論島 

奄美群島太平洋沖

（南部）地震 

〇：自圏内処理 

受援 

支援 奄美群島内 

奄美群島外 
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7.3 課題の分析と考察 

本事業における自治体参加のワーキング、関係機関へのヒアリング、基礎情報等の収集・

整理の結果から、奄美群島対象自治体における様々な地理的・社会的課題が確認された。 

今後の対応が求められる主な課題についての整理結果と、事業実施自治体が次年度以降

に取り組むべき方向性について検討した結果を表 7.3-1 に示す。 

 大規模災害発生時には、各島内及び奄美群島内だけでは災害廃棄物が処理しきれず、被災

状況によっては通常の生活ごみ・片付けごみの処理も滞ることが想定される。外海離島であ

る奄美群島では、島内で処理できない廃棄物について、島外での処理が必要となることが想

定され、その処理の具体的なスキームの構築が求められる。 

 また、奄美群島内には奄美群島国立公園をはじめとした貴重な環境資源を豊富に有して

いるが、災害廃棄物発生による環境悪化が懸念される。また、災害廃棄物仮置場が設置され

ることにより、環境資源の生態系への影響や景観の悪化による観光業への悪影響の発生が

想定され、早期の仮置場復旧が求められる。 
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今
後
の
対
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が
求
め
ら
れ
る
主
な
課
題
 

分
類

 
課

題
 

内
容

の
詳

細
 

事
業

実
施

自
治

体
が

次
年

度
以

降
に

取
り
組

む
べ

き
方

向
性

 

関
係

者
の

連
携

体
制

 

自
治

体
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の

不
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・
災

害
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棄
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の
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足
で
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。
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1
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で
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。
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者
と
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携
 

・
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流
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び
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携
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。
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滞

り
、

仮
置

場
や

集
積

ピ
ッ

ト
で

悪
臭

が
充

満
し

た
事

例
が

あ
る

。
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保
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障
の
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出
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保

有
す

る
資

機
材

や
施

設
の

詳
細

を
把

握
し

、
災

害
時

の
対

応
力

等
の

想
定

を
行

う
。

 

・
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

の
船

舶
状

況
を

確
認

す
る

。
 

処
理

困
難

物
等

の
処

理
ル

ー
ト
確

保
 

・
島

内
処

理
で

き
な

い
品

目
の

処
理

先
確

保
が

必
要

と
な

る
。

 

・
漁

具
、

漁
網

、
船

舶
、

腐
敗

性
廃

棄
物

の
処

理
が

必
要

に
な

る
と

想
定

さ
れ

る
が

島
内

処
理

が
困

難
と

な
る

。
 

・
該

当
品

目
を

整
理

し
、

平
時

の
処

理
ル

ー
ト
を

確
認

。
 

・
産

業
資

源
循

環
協

会
に

情
報

提
供

を
依

頼
し

、
災

害
時

に
発

生
が

想

定
さ

れ
る

処
理

困
難

物
の

品
目

別
に

処
理

先
を

整
理

す
る

。
 

廃
棄

物
輸

送
 

災
害

時
の

道
路

交
通

網
の

寸
断

 

・
道

路
寸

断
時

に
廃

棄
物

処
理

施
設

へ
の

ア
ク

セ
ス

が
困

難
と

な
る

 

・
孤

立
集

落
の

発
生

が
懸

念
さ

れ
る

。
 

・
交

通
網

寸
断

時
の

対
応

を
検

討
す

る
。

（
仮

置
場

の
配

置
、

焼
却

施
設

で
の

貯
留

等
）
 

海
上

輸
送

 
・
港

湾
が

被
災

し
た

場
合

、
船

舶
交

通
が

途
絶

し
搬

出
で

き
な

く
な

る
。

 

・
廃

棄
物

の
海

上
輸

送
を

実
施

す
る

た
め

に
は

、
港

湾
の

航
路

啓
開

が
必

要

で
、

関
係

者
間

の
調

整
が

必
要

な
場

合
が

あ
る

。
 

・
鹿

児
島

県
本

土
へ

の
廃

棄
物

の
海

上
輸

送
が

長
距

離
と

な
る

。
 

・
災

害
廃

棄
物

と
し

て
の

海
上

輸
送

・
島

外
搬

出
の

履
歴

が
な

い
。

 

・
本

業
務

ヒ
ア

リ
ン

グ
結

果
を

踏
ま

え
、

海
上

輸
送

の
荷

姿
（
内

海
と

外
海

で
は

、
決

ま
り
が

違
う

）
、

船
舶

の
種

類
、

適
用

す
べ

き
法

律
の

整
理

を

行
う

。
 

・
関

係
者

間
で

、
具

体
的

な
体

制
構

築
に

向
け

た
意

見
交

換
、

情
報

共

有
を

図
る

。
 

仮
置

場
 

仮
置

場
候

補
地

の
面

積
不

足
 

・
文

化
財

・
環

境
資

源
が

あ
る

、
平

地
が

少
な

い
等

の
諸

条
件

に
よ

り
、

仮
置

場

候
補

地
の

確
保

が
難

し
い

。
 

・
災

害
の

規
模

に
よ

っ
て

は
、

必
要

面
積

が
大

き
く
足

り
な

い
自

治
体

が
あ

る
。

 

・
観

光
リ
ゾ

ー
ト
へ

の
影

響
を

少
な

く
す

る
た

め
に

、
仮

置
場

の
場

所
が

制
限

さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

仮
置

場
で

生
活

ご
み

と
災

害
廃

棄
物

の
混

合
が

生
じ

た
事

例
が

あ
る

。
 

・
仮

置
場

候
補

地
の

リ
ス

ト
（
平

時
の

用
途

、
面

積
、

津
波

浸
水

、
使

用
の

優
先

順
位

等
）
を

整
理

の
上

で
具

体
的

な
現

地
確

認
等

を
行

い
、

災

害
の

規
模

に
応

じ
た

仮
置

場
へ

の
搬

入
、

島
外

搬
出

の
必

要
性

等
を

検
討

す
る

。
 

・
災

害
廃

棄
物

の
種

類
、

処
理

期
間

、
解

体
等

を
考

慮
し

た
仮

置
場

必

要
面

積
の

推
計

精
度

向
上

を
図

る
。

 

環
境

資
源

へ
の

影
響

 

・
奄

美
群

島
国

立
公

園
等

の
群

島
内

の
貴

重
な

環
境

資
源

の
周

辺
に

仮
置

場

を
設

置
す

る
必

要
が

生
じ

る
場

合
は

、
関

係
者

間
で

の
様

々
な

調
整

が
必

要
と

な
る

。
 

・
自

治
体

の
貴

重
な

収
入

源
の

観
光

資
源

で
も

あ
る

た
め

、
早

期
の

復
旧

が
求

め
ら

れ
る

。
 

・
関

係
者

間
で

、
具

体
的

な
問

題
点

の
抽

出
・
課

題
対

応
の

体
制

構
築

に
向

け
た

意
見

交
換

、
情

報
共

有
を

図
る

。
 

・
観

光
資

源
の

早
期

復
興

の
た

め
の

、
発

災
後

の
生

活
ご

み
の

収
集

運

搬
、

片
づ

け
ご

み
の

分
別

・
集

積
方

法
、

一
次

仮
置

場
・
二

次
仮

置
場

の
設

置
運

営
方

針
を

検
討

す
る

。
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この「ワークシート」は、市町村災害廃棄物処理計画の策定支援のた

めに作成したものであり、計画に盛り込むべき事項等を提示しています

ので、市町村で災害廃棄物処理計画を策定する際の参考とし、地域の実

情などを十分に反映した計画としてください。 
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◆目次の凡例 

赤文字 ：市町村の記載作業あり 

青文字 ：本文はそのまま使用可 

 

◆本文中の凡例 

○○○ ：加筆・修正が必要な箇所 

 

※赤文字以外の箇所についても、実情に

合わせて適宜加筆・修正して下さい。 



1 

 

1編 総則 
1章 背景及び目的 
本計画は、○○○市（町村）における平常時の災害予防対策と、災害発生時の状況に即し

た災害廃棄物処理の具体的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理

の実施を目指すものである。 

 

2章 本計画の位置づけ 
 本計画は、環境省の定める災害廃棄物対策指針(平成30年改定)に基づき策定するものであ

り、○○○市(町村)地域防災計画と整合をとり、適正かつ円滑に災害廃棄物の処理を実施す

るため、具体的な業務内容を示した。 

本市(町村)で災害が発生した際、災害廃棄物等の処理は、本計画で備えた内容を踏まえて

進めるが、実際の被害状況等により柔軟に運用するものとする。 
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図● 災害廃棄物処理に係る防災体制に関する各種法令・計画の位置付け 
出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成30年3月） 

  

市町村災害廃棄物処理計画 
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3章 基本的事項 

（１）対象とする災害および災害廃棄物 

本計画では、地震災害及び水害、その他自然災害を対象とする。本市（町村）では、表●

に示す被害が想定されている。 

災害廃棄物は一般廃棄物であるため、本市（町村）が処理の主体を担う。本計画において

対象とする災害廃棄物の種類は、表●のとおりとする。なお、災害時には、災害廃棄物の処

理に加えて、通常の生活ごみ、避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿を処理する必要がある。 

 

表● 想定する災害（地震） 

項  目 内     容 

想 定 地 震   

予 想 規 模 マグニチュード   （震度 ）  

建物全壊棟数   

建物半壊棟数   

火 災 棟 数   

避 難 人 口 1日後：     人  

市町村面積に対する

津波浸水面積割合 

(津波浸水面積) 

％（   ㎢） 

 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査(概要版) 

 

 

 

 

 
表●  過去の風水害の事例 ※奄美豪雨の場合 

項 目 内     容 

想定水害 奄美豪雨（平成22年10月20日） 

気象概況 

時間最大雨量：78.5mm（名瀬、20日16時）、89.5mm（古仁屋、20日13時） 

日最大雨量：623mm（名瀬、20日）、286.5mm（古仁屋、20日） 

総雨量：766.5mm（名瀬、18～21日） 

全 壊 10戸 

半 壊 443戸 

一部損壊 12戸 

床上浸水 116戸 

床下浸水 851戸 

出典：鹿児島県災害廃棄物処理計画  

貴市（町村）の地域防災計画等に基づいて、災害廃棄物処理計画で対象とする災

害について記載して下さい。入手できる情報に合わせて、適宜変更してください。 
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表● 災害廃棄物の種類 

区分 種類 内容 

地
震
や
水
害
等
の
災
害
に
よ
勂
て
発
生
す
る
廃
棄
物 

可燃物 
可燃系混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃系廃棄
物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 
被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受け使用で
きなくなったもの 

不燃物 
不燃系混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラ
スチック、ガラス、土砂（土砂崩れにより崩壊した土砂、津波堆積
物※等）などが混在し、概ね不燃系の廃棄物 
※海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積した
ものや陸上に存在していた農地土壌等が津波に巻き込まれたもの 

コンクリート 
がら等 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくず
など 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 

廃家電（4品目） 

被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯機・衣類
乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫）で、災害により被害を
受け使用できなくなったもの 
※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行

う。 

小型家電 
その他家電 

被災家屋から排出される小型家電等の家電４品目以外の家
電製品で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 
被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼
肥料工場等から発生する原料及び製品など 

有害廃棄物 
危険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、化学物質、フロン
類、CCA（クロム銅砒素系木材保存剤使用廃棄物）・ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴ
ﾁﾚﾝ等の有害物質、医薬品類、農薬類の有害廃棄物。太陽光パ
ネルや蓄電池、消火器、ボンベ類などの危険物等 

廃自動車等 

自然災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動
二輪、原付自転車 
※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行

う。 
※処理するためには所有者の意思確認が必要となる。仮置場
等での保管方法や期間について警察等と協議する。 

その他、適正処理
が困難な廃棄物 

ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設では処理が困
難なもの（レントゲンや非破壊検査用の放射線源を含む）、
漁網、石こうボード、廃船舶（災害により被害を受け使用で
きなくなった船舶）など 

出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成30年3月）を一部修正 
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（２）災害廃棄物処理の基本方針および処理主体 

１）対策方針 

災害廃棄物の処理に関する基本方針を表●に示す。 

 

表● 災害廃棄物の処理に関する基本方針 

基 本 方 針 内    容 

衛生的かつ迅速な処理 

大規模災害時に大量に発生する廃棄物について、生活環境の

保全及び公衆衛生上の支障が無いよう、適正な処理を確保しつ

つ、円滑かつ迅速に処理することとし、状況に応じて可能な限り

短期間での処理を目指す。 

分別・再生利用の推進 
災害廃棄物の埋立処分量を削減するため、分別を徹底し、再

生利用、再資源化を推進する。 

処理の協力・支援、連携 

本市（町村）による自己処理を原則とするが、自己処理が困

難であると判断した場合は、都道府県や国、他地方自治体及び

民間事業者等の協力・支援を受けて処理する。 

環境に配慮した処理 
災害廃棄物の処理現場の周辺環境等に十分配慮して処理を

行う。 

 

２）処理期間 

発生から概ね３年以内の処理完了を目指すが、災害の規模や災害廃棄物の発生量に応じ

て、適切な処理期間を設定する。 

 

３）処理主体 

災害廃棄物は、一般廃棄物とされていることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭

和 45年法律第 137号、以下「廃掃法」という。)第４条第１項の規定により、市町村が第一

義的に処理の責任を負う。 

なお、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 252条の 14(事務の委託)の規定により、地方

公共団体の事務の一部の管理及び執行を他の地方公共団体に委託することができるとされ、

本市が地震や津波等により甚大な被害を受け、自ら災害廃棄物の処理を行うことが困難な場

合においては、都道府県に事務委託を行うこととする。 
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（３）地域特性と災害廃棄物処理 

本市（町村）の地域特性を踏まえた災害廃棄物処理における留意点は、次のとおりとな

る。 

 

 
図● 奄美群島の概略図 

出典：地理院地図 

 

本市（町村）は、図●の○○○に位置する。本市（町村）の地勢を踏まえると、津波や台

風の襲来等により集落間の交通が途絶する可能性が高く、災害廃棄物の収集運搬や仮置場設

置、広域処理の実施にあたり、交通の確保に留意する必要がある。また、津波や台風の襲来

等により港湾施設が破損、あるいは支障をきたし、島嶼間および近隣自治体間の船舶による

交通が困難となることが予想される。 

本市（町村）には、石灰岩からなる地域が多く分布しており、災害廃棄物の仮置きや破砕・

選別処理にあたっては、生活用水、農業用水、工業用水等に利用されている地下水系の汚染

に留意する必要がある。 

本市（町村）では、ごみの中間処理業務を一部事務組合において共同処理を実施している

ことから、災害廃棄物処理事務の実施に際しては、近隣自治体との連携を図る必要がある。 

本市（町村）では、観光業が主要な産業の一つであることから、大規模災害発生時は、

空港、港湾施設等の被害状況によって、退去できない観光客による避難所ごみ等への対応が

想定される。 

  

地域特性を整理して記載して下さい。概

略図および文章は、参考のイメージです。 
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2編 災害廃棄物対策 
1章 組織体制・指揮命令系統 

（１）市町村災害対策本部 

発災直後の配備体制と業務は、地域防災計画に基づき図●のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図● 災害廃棄物対策組織の構成 

出典：宇検村地域防災計画 

 

（２）災害廃棄物対策の担当組織 

災害廃棄物処理を担当する組織については、図●のとおりとする。 

発災後の各フェーズで行う業務の概要は、表●及び表●のとおりである。各フェーズにつ

いては、災害規模等により異なるが、初動期は発災から７日程度まで、応急対応は、発災か

ら３週間程度とそれ以降の３か月程度まで、復旧・復興は応急対策後から１年程度を目安と

する。 

  

貴市（町村）の地域防災計画上の組織、

業務を踏まえて記載してください。 
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図● 災害廃棄物担当組織図（例） 

出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成26年3月） 

  

図は参考に示したものです。適宜

変更してください。 
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表● 災害廃棄物等処理（被災者の生活に伴う廃棄物） 

項 目 内 容 

初動期 

生活ごみ 
避難所ごみ等 

ごみ焼却施設等の被害状況の把握、安全性の確認 

収集方法の確立・周知・広報 

避難所ごみ等生活ごみの保管場所の確保 

仮設トイレ等の 
し尿 

仮設トイレ（簡易トイレを含む）、消臭剤や脱臭剤等の確保 

仮設トイレの必要数の把握 

仮設トイレの運搬、し尿の汲取り運搬計画の策定 

仮設トイレの設置 

し尿の受入施設の確保（設置翌日からし尿収集運搬開始：処理、
保管先の確保） 

仮設トイレの管理、し尿の収集・処理 

応急対応 
（前半） 

生活ごみ 
避難所ごみ等 

ごみ焼却施設等の稼動可能炉等の運転、災害廃棄物緊急処理
受入 

ごみ焼却施設等の補修体制の整備、必要資機材の確保 

収集状況の確認・支援要請 

生活ごみ・避難所ごみの保管場所の確保 

収集運搬・処理体制の確保 
処理施設の稼動状況に合わせた分別区分の決定 

収集運搬・処理の実施・残渣の最終処分 

感染性廃棄物への対策 

仮設トイレ等の 
し尿 

収集状況の確認・支援要請 

仮設トイレの使用方法、維持管理方法等の利用者への指導（衛
生的な使用状況の確保） 

応急対応 
（後半） 

生活ごみ 
避難所ごみ等 

ごみ焼却施設等の補修・再稼動の実施 

復旧・復興 
仮設トイレ等の 
し尿 

避難所の閉鎖、下水道の復旧等に伴う仮設トイレの撤去 

出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成30年3月）を一部修正 

 

表● 災害廃棄物等処理（災害によって発生する廃棄物等） 

項 目 内 容 

初
動
期 

自衛隊等との連携 自衛隊・警察・消防との連携 

発生量 被害状況等の情報から災害廃棄物の発生量の推計開始 

収集運搬 

片付けごみ回収方法の検討 

住民、ボランティアへの情報提供（分別方法、仮置場の場所等） 

収集運搬体制の確保、ボランティアとの連携 

収集運搬の実施 

撤去 通行障害となっている災害廃棄物の優先撤去（関係部局との連携） 

仮置場 

仮置場の候補地の選定 

受入に関する合意形成 

仮置場の確保・設置・管理・運営、火災防止策、飛散・漏水防止策 

仮置場必要面積の算定 

仮置場の過不足の確認、集約 
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項 目 内 容 

環境対策 
仮置場環境モニタリングの実施（特に石綿モニタリングは、初動時に
実施することが重要。実施に際しては、環境保全担当と連携） 

有害廃棄物・危険物 
対策 

有害廃棄物・危険物への配慮 

破砕・選別・中間 
処理・再資源化・ 
最終処分 

既存施設（一般廃棄物・産業廃棄物）を活用した破砕・選別・中間
処理・再資源化・最終処分 

処理可能量の推計 

腐敗性廃棄物の優先的処理 

進捗管理 進捗状況記録、課題抽出、評価 

各種相談窓口の設置 
損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）等、各種相談窓口の設置
（立ち上げは初動期が望ましい） 

住民等への啓発広報 住民等への啓発・広報 

応
急
対
応
␵前
半
␶ 

発生量 災害廃棄物の発生量の推計（必要に応じて見直し） 

実行計画 実行計画の策定・見直し 

処理方針 処理方針の策定 

処理フロー 処理フローの作成、見直し 

処理スケジュール 処理スケジュールの検討・見直し 

撤去 
環境対策 

倒壊の危険のある建物の優先撤去（設計、積算、現場管理等を含
む）（関係部局との連携） 

悪臭及び害虫防止対策 

有害廃棄物・危険物 
対策 

所在、発生量の把握、受入・保管・管理方法の検討、処理先の確

定、撤去作業の安全確保 
PCB、テトラクロロエチレン､フロンなどの優先的回収 

破砕・選別・中間 
処理・再資源化・ 
最終処分 

広域処理の必要性の検討 

仮設処理施設の必要性の検討 

収集運搬 広域処理する際の輸送体制の確立 

応
急
対
応

␵
後
半
␶ 

破砕・選別・中間 
処理・再資源化・ 
最終処分 

広域処理の実施 

仮設処理施設の設置・管理・運営 

港湾における海底堆積ごみ、漂流・漂着ごみの処理 

各種相談窓口の設置 相談受付、相談情報の管理 

復
旧
␡復
興 

撤去 
撤去（必要に応じて解体）が必要とされる損壊家屋等の撤去（必要
に応じて解体）（設計、積算、現場管理等を含む） 

仮置場 
仮置場の集約 

仮置場の復旧・返却 

破砕・選別・中間 
処理・再資源化・ 
最終処分 

仮設処理施設の解体・撤去 

出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成30年3月）を一部修正

初
動
期 
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2章 情報収集・連絡 

（１）市町村災害対策本部との連絡及び収集する情報 
市町村災害対策本部から収集する情報を表●に示す。 

表の情報収集項目は、災害廃棄物の収集運搬・処理対応において必要となることから、速やかに

課内及び関係者に周知する。また、時間の経過に伴い、被災・被害状況が明らかになるとともに、

問題や課題、必要となる支援も変化することから、定期的に新しい情報を収集する。 

 
表● 災害対策本部から収集する情報の内容 

区   分 情 報 収 集 項 目 目 的 

避難所と避難者

数の把握 

・地区名 

・報告者名、 

 担当部署 

・報告年月日 

・避難所名 

・各避難所の避難者数 

・各避難所の仮設トイレ数 

・トイレ不足数把握 

・生活ごみ、し尿の発生量把握 

建物の被害状況

の把握 

・市町村内の建物の全壊及び 

半壊棟数 

・各市町村の建物の焼失棟数 

・要処理廃棄物量及び種類等 

の把握 

上下水道の被害

及び復旧状況の

把握 

・水道施設の被害状況 

・断水（水道被害）の状況と復旧  

の見通し 

・下水処理施設の被災状況 

・インフラの状況把握 

・し尿発生量や生活ごみの性状 

変化を把握 

道路・橋梁・港湾

の被害の把握 
・被害状況と開通、復旧見通し 

・廃棄物の収集運搬体制への 

影響把握 

・仮置場、運搬ルートの把握 
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（２）国、近隣他都道府県等との連絡 
災害廃棄物処理に係る広域的な相互協力体制（例）を図●に示す。 

広域的な相互協力体制を確立するために、県を通して国（環境省、九州地方環境事務所）や支援

都道府県の担当課との連絡体制を整備し、被災状況に応じた支援を要請できるよう、定期的に連絡

調整や報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※政令指定都市間や、姉妹都市関係にある市町村間では直接協力・支援が行われる場合がある。 

 

図● 災害廃棄物処理に係る広域的な相互協力体制（例） 
出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成26年3月）を一部加筆・修正 

  

国（環境省） 

鹿児島県 支援都道府県 

廃棄物事業者団体 

建設事業者団体 等 

廃棄物事業者団体 

建設事業者団体 等 
支援市町村 ○○市町村 

廃棄物事業者 

建設事業者 等 

被災していない 

都道府県内の市町村 

廃棄物事業者 

建設事業者 等 

①都道府県間の 
 相互協力体制 

（都道府県・市町村間
による相互協力体制） 

情報収集 

指導・助言 連絡調整 
報告 

情報収集 

指導・助言 
連絡調整 報告 

要請／支援 

（協定等による） 連絡調整 

連絡調整 
（協定等による） 

③廃棄物関係団体

との協力体制 

②都道府県内の市町村に

おける相互協力体制 

災害支援協定を 

締結している場合※ 

連絡調整 連絡調整 連絡調整 

連絡調整 
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【連絡先一覧】 

 
ア）県及び関係する県内市町村 

県／市町村 課室名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

鹿児島県 

環境林務部 

廃棄物リサ

イクル対策

課 

890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 099-286-2594 099-286-5545 

鹿児島県 

大島支庁 

保健福祉環

境部 

健康企画課 

894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 
0997-52-5411 

0997-52-5412 
0997-53-7874 

鹿児島県 

瀬戸内事務所 
 894-1506 

大島郡瀬戸内町古仁屋船津

36 
0997-72-2111 0997-72-2204 

鹿児島県喜界

事務所 
 891-6201 大島郡喜界町赤連2901-14 0997-65-2091 0997-65-0896 

鹿児島県 

徳之島事務所 

保健衛生環

境課 
891-7101 

大島郡徳之島町亀津4943-2 

（大島支庁徳之島第2庁舎） 
0997-82-0149 0997-83-2535 

鹿児島県 

沖永良部事務

所 

 891-9111 大島郡和泊町手々知名134-1 0997-92-1632 0997-92-1634 

喜界町 住民課 891-6292 
大島郡喜界町大字湾1746番

地 
0997-65-3687 0997-65-4316 

龍郷町 生活環境課 894-0192 大島郡龍郷町浦110番地 0997-69-4525 0997-62-2535 

奄美市 
市民部 

環境対策課 
894-8555 奄美市名瀬幸町25番8号 0997-52-1111 0997-52-1354 

大和村 住民税務課 894-3192 大島郡大和村大和浜100 0997-57-2127 0997-57-2161 

宇検村 住民税務課 894-3392 大島郡宇検村湯湾915 0997-67-2213 0997-67-2262 

瀬戸内町 町民生活課 894-1592 
大島郡瀬戸内町古仁屋船津

23 
0997-72-1060 0997-72-1120 

天城町 町民生活課 891-7692 大島郡天城町平土野2691-1 0997-85-3111 0997-85-3110 

徳之島町 住民生活課 891-7192 
大島郡徳之島町亀津7203番

地 
0997-82-1111  

伊仙町 
きゅらまち

観光課 
891-8293 大島郡伊仙町大字伊仙1842 0997-86-3111 0997-86-2301 

和泊町  891-9192 大島郡和泊町和泊10番地 0997-92-1111  

知名町  891-9295 
大島郡知名町大字知名307番

地 
0997-93-3111 0997-93-4103 

与論町 環境課 891-9301 大島郡与論町茶花32-1 0997-97-4712 0997-97-4305 

鹿児島市      

 

イ）関係する廃棄物関係一部事務組合 
組合名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

大島地区衛生組合 894-0002 
奄美市名瀬大字有屋字井野

1594-1 

0997-53-2969 

0997-52-9766 
0997-54-4788 

徳之島愛ランド広域連合 891-8113 大島郡伊仙町目手久1395 0997-81-7855  

 

ウ）関係する一般廃棄物処理施設（市町村および一部事務組合設置） 
１）ごみ焼却施設 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

名瀬クリーンセンター 
大島地区衛生組合 894-0002 

奄美市名瀬大字有屋字井野

1594-1 

0997-53-2969 

0997-52-9766 

連絡先の不足分および空白箇所を加筆してください。 

また、誤りがあれば修正してください。 
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施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

喜界町クリーンセンター 喜界町  大島郡喜界町湾625-1番地 0997-65-3341 

徳之島愛ランドクリーンセン

ター 

徳之島愛ランド広

域連合 
891-8113 大島郡伊仙町目手久1395 0997-81-7180 

与論町クリーンセンター 美

ら島 
与論町    

 
２）最終処分場 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

名瀬クリーンセンタ

ー 
大島地区衛生組合 894-0002 

奄美市名瀬大字有屋字井野

1594-1 

0997-53-2969 

0997-52-9766 

徳之島愛ランドクリ

ーンセンター 

徳之島愛ランド広域連

合 
891-8113 大島郡伊仙町目手久1395 0997-81-7180 

与論町一般廃棄物最

終処分場 
    

 
３）その他のごみ処理施設 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

奄美ストックヤード 
大島地区衛生組合 894-0002 

奄美市名瀬大字有屋字井野

1594-1 

0997-53-2969 

0997-52-9766 

喜界町粗大ごみ処分

場 
喜界町  大島郡喜界町湾625-1番地 0997-65-3341 

与論町リサイクルセ

ンター 
与論町  大島郡与論町立長684 0997-97-5575 

 
４）し尿処理施設 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

有良汚泥再生処理セン

ター 

大島地区衛生組合 

（構成市町村：奄美

市、龍郷町） 

 
奄美市名瀬大字有良字松川

800 
 

大和村衛生センター 大和村（宇検村からも

受託） 
894-3107 

大島郡大和村大字大金久字

亜参当1495-2 
 

瀬戸内町衛生センター 
瀬戸内町  

大島郡瀬戸内町大字古仁屋

1326番地 
0997-72-1973 

瀬戸内町加計呂麻クリ

ーンセンター 
瀬戸内町  大島郡瀬戸内町大字俵 0997-75-0727 

 
エ）国関係の廃棄物担当課 

団体名 担当課名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

環境省 

環境再生・

資源循環局 

環境再生事業

担当参事官付 

災害廃棄物対

策室 

100-8975 
東京都千代田区霞が関 

1-2-2中央合同庁舎5号館 
03-3581-3351 03-3593-8359 

同上 
廃棄物適正処

理推進課 
同上 同上 03-3581-3351 03-3593-8263 

九州地方 

環境事務所 
資源循環課 860-0047 

熊本県熊本市西区春日2丁目10番

1号 熊本地方合同庁舎B棟4階 
096-322-2410 096-322-2446 

沖縄奄美 

自然環境事

務所 

 900-0022 
沖縄県那覇市樋川1-15-15 

那覇第一地方合同庁舎1階 
098-836-6400 098-836-6401 
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（３）県との連絡及び報告する情報 
災害廃棄物処理に関して、県へ報告する情報を表●に示す。 

市町村は、発災後迅速に災害廃棄物処理体制を構築し処理を進めるため、速やかに市（町村）内

等の災害廃棄物の発生量や廃棄物処理施設の被害状況等について、情報収集を行う。特に、優先的

な処理が求められる腐敗性あるいは有害廃棄物等の情報を早期に把握することで、周辺環境の悪化

を防ぎ、以後の廃棄物処理を円滑に進めることが可能となる。 

正確な情報が得難い場合は、県への職員の派遣要請や、民間事業者団体のネットワークの活用

等、積極的な情報収集を行う。 

なお、県との連絡窓口を明確にしておき、発災直後だけでなく、定期的に情報収集を行う。 

 
表● 被災市町村から報告する情報の内容 

区   分 情 報 収 集 項 目 目 的 

災害廃棄物の発生状況 
・災害廃棄物の種類と量 

・必要な支援 

迅速な処理体制の

構築支援 

廃棄物処理施設の 

被災状況 

・被災状況 

・復旧見通し 

・必要な支援 

仮置場整備状況 

・仮置場の位置と規模 

・必要資材の調達状況 

・運営体制の確保に必要な支援 

腐敗性廃棄物・有害廃

棄物の発生状況 

・腐敗性廃棄物の種類と量及び処理状況 

・有害廃棄物の種類と量及び拡散状況 

生活環境の迅速な

保全に向けた支援 
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3章 協力・支援体制 

（１）市町村等、都道府県及び国の協力・支援 
他市町村等、都道府県による協力・支援については、予め締結している災害協定等にもとづき、

市（町村）内の情勢を正確に把握し、必要な支援等について的確に要請できるようにする。 

協力・支援体制の構築にあたっては、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）も活用

する。 

また、災害廃棄物処理業務を遂行する上で、職員が不足する場合は、県に要請（従事する業務、

人数、派遣期間等）し、県職員や他の市町村職員等の派遣について協議・調整をしてもらう。 

 
表● 災害時応援協定 

締結

元 
締結日 協定名称 締結先 協定の概要 

県 H29.11.15 九州・山口9県における災害廃棄物

処理等に係る相互支援協定 

福岡県、佐賀県、長崎

県、熊本県、大分県、宮

崎県、沖縄県、山口県 

支援可能な県が被災県

に対して支援する 

     

     

     

 
 
（２）民間事業者団体等との連携 

本市（町村）では、「○○（民間事業者名）」との間に「○○災害時における災害廃棄物の処理

に関する協定（協定名）」を締結しており、必要に応じて災害廃棄物処理の協力を要請する。ま

た、表●に示す他の協定についても、災害廃棄物処理を円滑に進める上で重要であることから、発

災時には協定にもとづき速やかに協力体制を構築する。 

今後、災害廃棄物処理に関連する各種事業者との応援協定の締結についても検討を進める。 

 

表● 民間事業者との災害時応援協定 

締結

元 
締結日 協定名称 締結先 協定の概要 

県 H17.3.28 災害時におけるし尿及び浄化槽汚

泥の収集運搬等に関する協定書 

鹿児島県環境

整備事業協同

組合 

県内市町村が被災し、県が必要を認め

た際、組合に協力を要請できる 

県 H17.3.28 無償災害団体救援協定書（災害時

におけるし尿及び浄化槽汚泥の収

集運搬等に関する協定書） 

鹿児島県環境

管理協会 

県もしくは市町村からの要請により、

し尿等の収集運搬もしくは仮設トイレ

の設置について支援協力する 

県 H21.5.26 災害時における廃棄物処理等の協

力に関する協定書 

社団法人鹿児

島県産業廃棄

物協会 

県内での災害において、災害廃棄物の

撤去、収集運搬及び処分の協力を要請

できる 

県 H26.3.28 災害時における浄化槽の点検・復

旧等に関する支援協定書 

一般社団法人

鹿児島県環境

保全協会 

被災市町村から県に要請があった際、

浄化槽の点検・復旧等に関して支援す

る 

     

 
  必要に応じて文章中の民間事業者名、協定名を修正してください。また、市町村地域防災計

画等を確認の上、表に災害廃棄物に関連する協定について記載してください。 

協定締結先の例：建設業、運輸業（船舶、トラック等）、解体業、産廃処理業、燃料小売業 等 

市町村地域防災計画等を確認の上、 

表に災害廃棄物に関連する協定について記載してください。 
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（３）ボランティアとの連携 
ボランティアが必要な際は、○○へ支援要請する。 

被災地でのボランティア活動には様々な種類があり、災害廃棄物に係るものとしては、被災家屋

からの災害廃棄物の搬出、貴重品や思い出の品の整理・清掃・返還等が挙げられる。 

ボランティア活動に関する留意点として、表●に示す事項が挙げられる。この他、島外からボラ

ンティアを受け入れる際、宿泊場所の確保が難しいことが想定されるため、平時から受け入れ体制

を検討しておくことが重要である。 

 

表● 災害ボランティア活動の留意点 

留  意  点 

・災害廃棄物処理を円滑に行うため、ボランティアには災害廃棄物処理の担当者が活動

開始時点において、災害廃棄物の分別方法や搬出方法、搬出先（仮置場）、保管方法

を説明しておくことが望ましい。 

・災害廃棄物の撤去現場には、ガスボンベ等の危険物が存在するだけでなく、建材の中

には石綿を含有する建材が含まれている可能性があることから、災害ボランティア活

動にあたっての注意事項 として必ず伝えるとともに、危険物等を取り扱う可能性の

ある作業は行わせない。 

・災害ボランティアの装備は基本的に自己完結だが、個人で持参できないものについて

は、可能で   あれば災害ボランティアセンターで準備する。特に災害廃棄物の処理現

場においては、粉塵等から 健康を守るために必要な装備（防じんマスク、安全ゴー

グル・メガネ）が必要である。 

・破傷風、インフルエンザ等の感染症予防及び粉じんに留意する。予防接種の他、けが

をした場合は、綺麗な水で傷を洗い、速やかに最寄りの医療機関にて診断を受けても

らう。 

・津波や水害の場合、被災地を覆った泥に異物や汚物が混入しており、通常の清掃作業

以上に衛生管理の徹底を図る必要がある。また、時間が経つほど作業が困難になるた

め、復旧の初期段階で多くの人員が必要となる。 
出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成26年3月）を参考に作成 
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4章 住民等への啓発・広報 
表●に住民へ広報する情報の例を示す。 

災害廃棄物の処理を適正かつ円滑に進めるためには、住民の理解が重要である。特に仮置場の設

置・運営、ごみの分別徹底、便乗ゴミの排出防止等においては、周知すべき情報を早期に分かりや

すく提供する。 

情報伝達手段としては、ホームページ、広報紙、説明会、回覧板、避難所への掲示等があり、被

災状況や情報内容に応じ活用する。東日本大震災では住民への広報として、仮置場の設置場所や開

設日等について情報伝達するために、マスコミを活用することが有効であったという事例がある。 

 

表● 広報する情報（例） 

項  目 内    容 

仮置場の設置状況 

場所、分別方法、設置予定期間、収集期間、処理の概要 

※腐敗性廃棄物やガスボンベ等の危険物の排出方法も記載する。 

※仮置場における便乗ゴミの排出禁止や、不法投棄・不適正処理の禁止につ

いても合わせて周知する。 

災害廃棄物処理の 

進捗状況 
市町村全域及び区ごとの処理の進捗状況、今後の計画 
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5章 一般廃棄物処理施設の現況 
本市(町村)の一般廃棄物処理施設、民間の処理施設、応援協力体制にある処理施設等につい

て、その処理能力、受入区分等の概要を表●、表●に示す。 

 
表● 一般廃棄物焼却施設の稼働状況 

施設名 
処理能力 

（t/日） 
炉数 

使用開始 

年度 
備考 

名瀬クリーンセンター 100 2 H9 50t/16h×2炉 

喜界町クリーンセンター 12 1 H4  

喜界町焼却施設（建設予定） 8 1 R3  

徳之島愛ランドクリーンセンター 19 2 H15  

与論町クリーンセンター 美ら島 8 1 H29  

  

 

 

 

表● 一般廃棄物最終処分場の残余年数等 

施設名 
残余容量 

（m3） 

埋立開始 

年度 

埋立終了 

年度 
備考 

名瀬クリーンセンター 40,331 H9  H31年3月末時点 

徳之島愛ランドクリーンセンター 10,821 H15 R13予定 R1年6月末時点 

与論町一般廃棄物最終処分場 2,732 H26 R10予定 H31年3月末時点 

※処理施設へのヒアリング結果 

 

 

 

 

 

  

施設の最新のごみ処理状況をもとに、一般廃棄物

施設の処理状況等を記載してください。 

施設の最新のごみ処理状況をもとに、一般廃棄物

施設の処理状況等を記載してください。 
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図● 一般廃棄物処理施設の位置図（上図：焼却施設 下図：最終処分場） 

出典：鹿児島県災害廃棄物処理計画  
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6章 災害廃棄物処理対策 

（１）災害廃棄物発生量 

災害廃棄物処理計画を策定するための災害廃棄物発生量の算定は、鹿児島県地震等災害被害予測

調査結果に基づき、建物被害棟数及び津波堆積物量等を算出した。また、これらのデータをもとに

組成別の災害廃棄物量を算定した。 

発災後は災害廃棄物処理実行計画策定時に災害廃棄物の発生量を推計することとなる。処理の進

捗に合わせ、実際に搬入される廃棄物の量や、被害状況の調査結果に基づき、発生量推計の見直し

を行う。 

 

 

 

表● 災害廃棄物の種類別割合 

種別 
液状化、揺れ、津波による 

全壊・半壊家屋 

火災による焼失家屋 

木造 

可燃物 18% 0.1% 

不燃物 18% 65% 

コンクリートがら 52% 31% 

金属 6.6% 4% 

柱角材 5.4% 0% 

災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3 月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル部）技術資料【技 1-11-1-1】をもとに作成 

 

 
  

◆災害廃棄物発生量の推計方法の例 

 

災害廃棄物発生量〔t〕＝全壊による災害廃棄物発生量〔t〕＋半壊による災害廃棄物発生量〔t〕 

＋焼失(木造)による災害廃棄物発生量〔t〕 

 

全壊による災害廃棄物発生量〔t〕＝全壊棟数〔棟〕× 117〔t/棟〕 

 

半壊による災害廃棄物発生量〔t〕＝半壊棟数〔棟〕× 23〔t/棟〕 

 

焼失(木造)による災害廃棄物発生量〔t〕＝焼失(木造)棟数〔棟〕× 78〔t/棟〕 

 
（※鹿児島県地震等災害被害予測調査では火災による消失棟数の木造・非木造割合が示されていないため、火災消失棟数を

全て木造家屋として算出した） 

 

出典：災害廃棄物対策指針 

◆津波堆積物の発生量推計の例 

 

津波堆積物発生量〔t〕＝津波浸水面積〔km2〕×10６×0.024〔t/m2〕 

 

津波浸水面積〔km2〕＝市町村面積〔km2〕×津波浸水面積割合〔％〕 

 

出典：災害廃棄物対策指針及び鹿児島県地震等災害被害予測調査 

津波被害の有無に応じて、適宜

変更してください。 
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表● 災害廃棄物の種類別発生量 

項    目 
発生量（ｔ） 

○○地震 △△地震 

災害廃棄物（合計値）   

 可燃物 (18%)   

 不燃物 (18%)   

 コンクリートがら (52%)   

 金属 (6.6%)   

 柱角材 (5.4%)   

津波堆積物   

災害廃棄物+津波堆積物 合計値   

 

 

 

 

表● ○○島全体の災害廃棄物の種類別発生量 

項    目 
発生量（ｔ） 

○○地震 △△地震 

災害廃棄物（合計値）   

 可燃物 (18%)   
 

不燃物 (18%)    
コンクリートがら (52%)    
金属 (6.6%)    
柱角材 (5.4%)   

津波堆積物   

災害廃棄物+津波堆積物 合計値   

 

 

 

  

津波被害の有無に応じて、適宜

変更してください。 



23 

 

（２）処理可能量 

災害廃棄物に対する焼却施設及び最終処分場における処理可能量を、平時施設の処理実績を

ふまえて算出した。 

本計画では災害廃棄物対策指針に記載されたシナリオ設定のうち、高位シナリオを採用し施

設の処理可能量を算出した。 

これに併せて、焼却施設では施設の公称能力を最大限活用する手法、最終処分場では残余容

量から10年間の生活ごみ埋立て量を差し引く手法による処理可能量も算出した。 

 

ア）焼却施設処理可能量 

 

 
図● 処理可能量の試算フローと焼却処理可能量の考え方 

出典：災害廃棄物対策指針【技1-11-1-1】を基に作成 

 

 

表● 災害廃棄物対策指針のシナリオ設定（焼却施設） 

 低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ 

①稼働年数 
20年超の施設を 

除外 

30年超の施設を 

除外 
制約なし 

②処理能力 

（交渉能力） 

100t/日未満の施設を

除外 

50t/日未満の施設を

除外 

30t/日未満の施設を

除外 

③処理能力（交渉

能力）に対する余裕

分の割合 

20%未満の施設を

除外 

10%未満の施設を

除外 
制約なし 

④年間処理量の実

績に対する分担率 
最大で5% 最大で10% 

最大で20% 

※処理能力に対する余裕分がゼロの場合は受入対象から除外している。 

出典：災害廃棄物対策指針【技1-11-2】 

 
 

 

ワークシートでは処理可能量の上限を確認するために、高位

シナリオによる分担率を採用しています。使用する施設の状

況に応じてシナリオの変更・追加を行って下さい。 
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表● 一般廃棄物焼却施設の処理可能量の試算条件（公称能力を最大限利用する方法） 

処理可能量 （t/年） 

年間処理能力（t/年）－年間処理量（実績）（t/年度） 

※大規模災害を想定し、3年間処理した場合の処理可能量（t/3年）について

も算出する。ただし、事前調整等を考慮し実稼働期間は2.7年とする。 

年間処理能力 (t/年) 年間最大稼働日数（日/年）×処理能力（t/日） 

年間最大稼働日数 各施設の稼働状況（老朽化、定期点検等）をもとに設定 

 

表● 焼却施設の処理可能量 

施設名 
処理能力 

（t/日） 

処理実績 

(t/年） 

処理可能量(t/年) 処理可能量(t/2.7年) 

高位 

シナリオ 

公称能力 

最大 

高位 

シナリオ 

公称能力 

最大 
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イ）最終処分場埋立可能量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図● 最終処分場の処理可能施設抽出の考え方 

出典：災害廃棄物対策指針【技1-11-1-1】を基に作成 

 

表● 災害廃棄物対策指針のシナリオ設定（一般廃棄物最終処分場） 

 低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ 

①残余年数 10年未満の施設を除外 

②年間処理量の実

績に対する分担率 
最大で10% 最大で20% 最大で40% 

出典：災害廃棄物対策指針【技1-11-2】 

 

 

 

 
表● 一般廃棄物最終処分場の処理可能量の試算条件（残余容量-10 年分埋立量） 

処理可能量（t） （残余容量（m3）―年間埋立処分量（実績）（m3/年度）×10 年）×1.5（t/m3） 

※災害が直ちに発生するとは限らないこと、最終処分場の新設に数年を要す

ることから、10 年間の生活ごみ埋立量を残余容量から差し引いた値とする。 

 

表● 最終処分場（不燃物）の処理可能量 

施設名 
残余容量 

（m3) 

処理実績 

(m3/年） 

処理可能量(t) 

高位シナリオ 残余容量(t)- 

10年分埋立量(t) (t/年) (t/2.7年) 

      

  

ワークシートでは処理可能量の上限を確認するために、高位シナリ

オによる分担率を採用しています。使用する施設の状況に応じてシ

ナリオの変更・追加を行って下さい。 



26 

 

（３）処理フローに係る項目 

１）処理フロー 

災害廃棄物の処理のスピード化と再資源化率を高めるためには、混合状態を防ぐことが重要であ

ることから、その後の処理方法を踏まえた分別を徹底するものとする。混合廃棄物を減らすこと

が、復旧のスピードを高め、再資源化・中間処理・最終処分のトータルコストを低減できること

を十分に念頭に置くものとする。 

災害廃棄物処理の基本方針、発生量、廃棄物処理施設の被災状況を想定しつつ、分別・処理フ

ローを設定する。 

 

 
図● ○○地震における災害廃棄物処理フロー 

  

焼却施設

Ａ　災害廃棄物対策指針（高位シナリオ）

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

0.0千t (0.0%) Ｂ　公称能力最大

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

最終処分場

Ｃ　災害廃棄物対策指針（高位シナリオ）

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

0.0千t  （焼却灰） 0.0千t*  （焼却灰）
*可燃物の焼却残渣を20%と設定

0.0千t (0.0%)
Ｄ　残余容量-10年分埋立量

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

0.0千t  （焼却灰） 0.0千t*  （焼却灰）
*可燃物の焼却残渣を20%と設定

破砕施設（がれき）

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

破砕施設（木くず）

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

再生利用施設

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

再生利用（公共事業等）

0.0千t (0.0%) 0.0千t (0.0%)

合 計

津波堆積物 （公共事業等）

※対象災害では津波堆積物無し

0.0千t

柱角材 産業廃棄物破砕施設（木くず）

金属 民間施設

不燃物

Ｃ　または　Ｄ

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：13.2千t）

コンクリートがら 産業廃棄物破砕施設（がれき類）

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：0.0千t）

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：18.7千t）

災
　
害
　
廃
　
棄
　
物

破
　
砕
　
選
　
別
　
等

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：0.0千t）

可燃物 Ａ　または　Ｂ

対象災害毎に処理フローを作成して下さい。 
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２）広域的な処理・処分 

自区域内で計画的に廃棄物処理を完結することが困難であると判断した場合は、県への事務委

託（地方自治法第252条の14）を含めて広域処理を検討する。県への事務委託の内容には次のよう

なものが考えられる。 

 

① 倒壊建物等の解体・撤去 

② 一次仮置場までの収集運搬・一次仮置場における分別、処理 

③ 一次仮置場からの収集運搬・二次仮置場における分別、処理 

④ 二次仮置場からの収集運搬 

⑤ 処理（自動車、家電、PCB 等特別管理廃棄物、災害廃棄物等） 

 

３）処理スケジュール 

過去の大規模災害の事例では、最大３年以内に処理業務を完了していることから、処理期間を３

年とした場合、表●のスケジュールを目安とする。実際に災害が発生した際には、被災状況によっ

て処理期間を再検討する。 

 
表● 処理スケジュール 

 

 

 

１年目 ２年目 ３年目 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

仮置場設置        

 

災害廃棄物の搬入        

     

災害廃棄物の処理       

    

仮置場の撤去       

 

 

  

【ポイント】 

・これまでの大規模災害の事例では、復興の関係から１年程度ですべての対象廃棄物を集

め、３年程度ですべての処理を終えることを想定しています。 

・理論上最大クラスの南海トラフ地震等で発生する膨大な災害廃棄物処理については、県

による処理の代行、広域処理の調整等が想定されます。 
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（４）仮置場 

１）仮置場候補地の選定 

災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに仮置場を

設置し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要である。災害廃棄物は膨大な量になること

が見込まれることから、直接処理施設への搬入が困難となることが想定されるため、仮置場を設

置するものとし、平常時にその候補地を選定する。 

本市（町村）における仮置場候補地は表●のとおりとする。また、本計画で想定した災害の仮置

場必要面積を表●に示す。 

 
表● 仮置場候補地 

名称 所在地 概算面積（㎡） 所有者及び管理者 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

※仮置場候補地の選定の際に考慮する点 

 

≪選定を避けるべき場所≫ 

・学校等の避難場所として指定されている施設及びその周辺は避ける。 

・周辺住民、環境、地域の基幹産業への影響が大きい地域は避ける。 

・土壌汚染の恐れがあるため、農地はできるだけ避ける。 

・浸水想定区域等は避ける。 

≪候補地の絞り込み≫ 

・重機等による分別・保管をするため、できる限り広い面積を確保する。 

・公園、グラウンド、廃棄物処理施設等の公有地。 

・未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地。（借上げる） 

・アスファルト等舗装してある場所が望ましい。 

・候補地に対する災害時の他の土地利用（自衛隊野営場、避難所、応急仮設住宅等） 

のニーズの有無を確認する。（防災担当部署と協議しておく） 

・効率的な搬入出ルート、必要な道路幅員が確保できる。 

・長期間の使用が可能。 

・道路渋滞や周辺への環境影響を十分考慮する。 

仮置場候補地を具体的に検討し、可能な範囲でリストアップしてください。 

※候補地リストを作成した場合でも、計画で公表する必要は必ずしもありません。リストを作成

し確認できる状態にしておくことが重要となります。 
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表● 仮置場必要面積 

想定災害 仮置量（t） 
仮置場必要面積 

（㎡） （ha） 

○○地震    

○○地震    

 

◆仮置場必要面積の推計方法の例 

 

災害廃棄物仮置場面積〔m2〕＝①仮置場面積（可燃系混合物）〔m2〕＋②仮置場面積（不燃系混合物）〔m2〕 

 

①仮置場面積（可燃系混合物）〔m2〕＝集積量（可燃系混合物）〔t〕÷可燃物見かけ比重〔t/ m3〕 

÷積上げ高さ〔m〕×（1＋作業スペース割合） 

集積量（可燃系混合物）〔t〕＝災害廃棄物発生量（可燃系混合物）〔t〕－処理量（可燃系混合物）〔t〕 

処理量（可燃系混合物）〔t〕＝災害廃棄物発生量（可燃系混合物）〔t〕÷処理期間〔年〕 

 

②仮置場面積（不燃系混合物）〔㎡〕＝集積量（不燃系混合物）〔t〕÷不燃物見かけ比重〔t/ m3〕 

÷積上げ高さ〔m〕×（1＋作業スペース割合） 

集積量（不燃系混合物）〔t〕＝災害廃棄物発生量（不燃系混合物）〔t〕－処理量（不燃系混合物）〔t〕 

処理量（不燃系混合物）〔t〕＝災害廃棄物発生量（不燃系混合物）〔t〕÷処理期間〔年〕 

 

 

ここで、処理期間：3〔年〕、可燃物見かけ比重：0.4〔t/ m3〕、不燃物見かけ比重：1.1〔t/ m3〕、 

積上げ高さ：5〔m〕、作業スペース割合：1とする 

 

※不燃系混合物には津波堆積物を含む 

 
（災害廃棄物対策指針 技術資料を参考に作成）

貴町村で必要となる仮置場の面積を記載して下さい。 
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２）住民への仮置場の周知 

仮置場を設置した時には、場所、受入れ期間（時間）、分別、持込禁止物等を明確にしたう

えで広報を行う。広報は、インターネット、チラシ、放送等複数の方法により行い、全世帯へ

周知できるようにする。 

 

 

３）仮置場の設置、運営 

平成２３年東日本大震災や平成２８年熊本地震など過去の大災害の教訓から、処理期間の

短縮、低コスト化、生活環境の保全や公衆衛生の悪化の防止等の観点から、搬入時から分別

を徹底することが重要とされているため、本市（町村）においても同様に行う。 

 

◆仮置場の選定は、候補地リストの中から、災害対策本部内で調整のうえ行う。 

◆仮置場候補地は、平常時若しくは使用前に土壌調査をしておくことが望ましい。 

◆保管する予定の廃棄物の性状に応じて、シート敷設や覆土等土壌汚染防止対策を検討する。 

◆仮置場では、円滑に通行できるよう一方通行の動線とすることに努める。 

◆仮置場内の分別品目ごとに看板を設置する。（平常時に作成しておく。） 

◆生ごみは搬入不可とする。また、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）は可能

な限り、買い替え時に購入店に引き取ってもらうようにする。 

◆災害廃棄物は種類ごとの発生量や体積の違いを考慮し、区分ごとのスペースを決める。 

◆分別品目ごとに作業員を配置し、分別配置の指導や荷下ろしの補助を行う。 

◆火災防止のため、ガスボンベ、灯油タンク等の危険物は搬入しないようにする。搬入され

てしまった場合は、他の災害廃棄物と分けて保管し、可燃性廃棄物の近くに置かないよう

にする。 

◆状況に応じ、不法投棄の防止や第３者の侵入防止、強風による飛散防止、騒音の軽減を図

るため、仮置場周囲に、フェンス等の囲いを設置する。 

  貴市（町村）の実情に応じて、適

宜変更してください。 
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表● 仮置場の種類 

一次仮置場 
片付けごみ、被災した建物、津波堆積物等の災害廃棄物を搬入し、二次仮置場で

の処理を行うまでの間の分別・保管を基本とする。 

二次仮置場 

一次仮置場で処理した災害廃棄物を搬入し、焼却施設や最終処分場等への施設

に搬入するまでの間の保管や、受入のための中間処理（破砕・選別）を行う。必要に

応じて仮設焼却炉を設置する場合もある。 

 

 

図● 仮置場の分別配置の例 

※分別配置等は例であり、災害の種類や規模、仮置場の場所によって変化する。 

※災害廃棄物の分別区分は、平常時のごみの分別区分を参考に、処理業者等の関係者と協議して決めるのが

望ましい。 

※出入口は２箇所が望ましいが、１箇所の場合は、車両が交差することによる渋滞を防止するため、仮置場の

動線は時計回りにする。 

 

４）仮置場の復旧 

仮置場を復旧する際は、土壌分析等を行うなど、土地の安全性を確認し、原状回復に努める。

また、迅速な処理終結のために、復旧ルールを検討していく。 

 

（５）有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 
本市（町村）で通常収集・処理を行っていない災害廃棄物は、あらかじめ県及び民間事業者と

取扱い方法を検討し、処理方法を定める。 

災害時における有害・危険性廃棄物の収集・処理方法における留意事項は、表●のとおりとす

る。 

有害物質の飛散や危険物による爆発・火災等の事故を未然に防ぐために、有害性物質を含む廃

棄物が発見されたときは、原則的に所有者等に対して速やかな回収を指示し、別途保管または早期の

処分を行う。人命救助、被災者の健康確保の際には特に注意を要する。 

混合状態になっている災害廃棄物は、有害物質が含まれている可能性を考慮し、作業員は適切な服

装やマスクの着用、散水などによる防塵対策の実施など、労働環境安全対策を徹底する。 

一般的な例を参

考として示してい

ます。具体的な

検討がある場合

は適宜変更して

ください。 
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表● 有害・危険性廃棄物処理の留意事項 

種類 留意事項等 

石膏ボード、

スレート板な

どの建材 

・石綿を含有するものについては、適切に処理・処分を行う。石綿を使用していないもの

については再資源化する。 

・建材が製作された年代や石綿使用の有無のマークを確認し、処理方法を判断する。 

・バラバラになったものなど、石膏ボードと判別することが難しいものがあるため、判別で

きないものを他の廃棄物と混合せずに別保管するなどの対策が必要である。 

石綿 ・損壊家屋等は、撤去（必要に応じて解体）前に石綿の事前調査を行い、発見された場

合は、災害廃棄物に石綿が混入しないよう適切に除去を行い、廃石綿等又は石綿含

有廃棄物として適正に処分する。 

・廃石綿等は原則として仮置場に持ち込まない。 

・仮置場で災害廃棄物中に石綿を含むおそれがあるものが見つかった場合は、分析に

よって確認する。 

・損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）及び仮置場における破砕処理現場周辺作業

では、石綿暴露防止のために適切なマスク等を着用し、散水等を適宜行う。 

漁網 ・漁網には錘に鉛などが含まれていることから事前に分別する。漁網の処理方法として

は、焼却処理や埋立処分が考えられる。ただし、鉛は漁網のワイヤーにも使用されてい

る場合があることから、焼却処理する場合は主灰や飛灰、スラグなどの鉛濃度の分析を

行い、状況を継続的に監視しながら処理を進める。 

漁具 ・漁具は破砕機での破砕が困難であるため、東日本大震災の一部の被災地では、人力

により破砕して焼却処理した事例がある。 

肥料・飼料等 ・肥料・飼料等が水害等を受けた場合は（港の倉庫や工場内に保管されている肥料・飼

料等が津波被害を受けた場合も含む）、平時に把握している事業者へ処理・処分を依

頼する。 

PCB廃棄物 ・ＰＣＢ廃棄物は、被災市区町村の処理対象物とはせず、ＰＣＢ保管事業者に引き渡

す。 

・ＰＣＢを使用・保管している損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）を行う場合や撤去

（必要に応じて解体）作業中にＰＣＢ機器類を発見した場合は、他の廃棄物に混入しな

いよう分別し、保管する。 

・ＰＣＢ含有有無の判断がつかないトランス・コンデンサ等の機器は、ＰＣＢ廃棄物とみな

して分別する。 

テトラクロロエ

チレン 

・最終処分に関する基準を越えたテトラクロロエチレン等を含む汚泥の埋立処分を行う

場合は、原則として焼却処理を行う。 

危険物 ・危険物の処理は、種類によって異なる。（例：消火器の処理は日本消火器工業会、高

圧ガスの処理は県エルピーガス協会、フロン・アセチレン・酸素等の処理は民間製造業

者など） 

太陽光発電

設備 

・太陽電池モジュールは破損していても光が当たれば発電するため、感電に注意する。 

・感電に注意して、作業に当たっては、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶

縁処理された工具を使用する。 

・可能であれば、太陽電池パネルに光が当たらないように段ボールや板などで覆いをす

るか、裏返しにする。 

蓄電池 ・感電に注意して、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理された工具を

使用する。 

・電気工事士やメーカーなどの専門家の指示を受ける。 
出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月）p.2-45、表 2-3-1 を編集  
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7章 風水害における処理対応 
風水害は、地震災害と比較すると局地的になり、災害廃棄物発生量が地震と比較して少ないこと

から、基本的には地震災害時の対応方針に準じるものとする。しかしながら、通常のごみと比較す

ると水分を多く含むなど、表●に示す特徴を有することから、収集運搬・処理にあたって、留意す

る必要がある。 

また、特に重要となるのが、発災後速やかに仮置場の位置情報や、搬入・分別のルール等を周知

することである。風水害では、床上・床下浸水家屋が多いため、水が引いた直後からごみが排出さ

れる。このため、適切に行わない場合、必要以上の処理期間やコストを要することとなる。これら

の留意点を踏まえ、適切に対応することが必要である。 

 
表● 水害廃棄物の特徴 

廃棄物の区分 特徴 

粗大ごみ等 ・水分を多く含むため、腐敗しやすく、悪臭・汚水を発生する。 

・水分を含んで重量がある畳や家具等の粗大ごみが多量に発生するため、平常時の人員

及び車輌等では収集・運搬が困難である。 

・土砂が多量に混入しているため、処理にあたって留意が必要である。 

・ガスボンベ等発火しやすい廃棄物が混入している、あるいは畳等の発酵により発熱・発

火する可能性があるため、収集・保管には留意が必要である。 

・便乗による廃棄物（廃タイヤや業務用プロパン等）が混入することがあり、混入防止の留

意が必要である。 

し尿等 ・水没した汲み取り便所の便槽や浄化槽については、被災後速やかに汲み取り、清掃、周

辺の消毒が必要となる。 

流木等 ・洪水により流されてきた流木やビニル等が、一時的に大量発生するため、処理が必要と

なる場合がある。 

畳等 ・水分をふくんだ畳等の発酵により発熱・発火する可能性があるため、火災や腐敗による

二次災害等への注意が必要であり、早期に資源化や処理を行う必要がある。消毒・消臭

等、感染症の防止、衛生面の保全を図る。 

・畳、カーペットは、保管スペースや早期の乾燥を図るためカッターによる切断（1/4 程

度）等の対応をすることがのぞましい。 
出典：水害廃棄物対策指針、災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月）を参考に作成 
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8章 災害廃棄物処理実行計画の作成 
発災前に作成した処理計画を基に、災害廃棄物の発生量と廃棄物処理施設の被害状況を把握した

上で、実行計画を作成する。 

発災直後は災害廃棄物量等を十分に把握できないこともあるため、災害廃棄物処理の全体像を示

すためにも実行計画を作成する必要があり、処理の進捗に応じて段階的に見直しを行う。実行計画

の具体的な項目例は、表●のとおりとする。 

 

表● 実行計画の項目例 

1 実行計画の基本的考え方 

1.1 基本方針 

1.2 実行計画の特徴 

2 被災状況と災害廃棄物の発生量及び性状 

2.1 被災状況 

2.2 発生量の推計 

2.3 災害廃棄物の性状 

3 災害廃棄物処理の概要 

3.1 災害廃棄物の処理に当たっての基本的考え方 

3.2 市町村内の処理・処分能力 

3.3 処理スケジュール 

3.4 処理フロー 

4 処理方法の具体的な内容 

4.1 仮置場 

4.2 収集運搬計画 

4.3 解体・撤去 

4.4 処理・処分 

5 安全対策及び不測の事態への対応計画 

5.1 安全・作業環境管理 

5.2 リスク管理 

5.3 健康被害を防止するための作業環境管理 

5.4 周辺環境対策 

5.5 適正処理が困難な廃棄物の保管処理方法 

5.6 貴重品、遺品、思い出の品等の管理方法 

5.7 取扱いに配慮が必要となる廃棄物の保管管理方法 

6 管理計画 

6.1 災害廃棄物処理量の管理 

6.2 情報の公開 

6.3 都道府県、市町村等関係機関との情報共有 

6.4 処理完了の確認（跡地返還要領） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます。 

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたが

い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。 




